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自然環境保全地域は，「すぐれた天然林が相
当部分を占める森林の区域」，「地形若しくは地
質が特異であり，又は特異な自然の現象が生じ
ている土地の区域及びこれと一体となって自然
環境を形成している土地の区域」，「その区域内
に生存する動植物を含む自然環境がすぐれた状
態を維持している海岸，湖沼，湿原又は河川の
区域」，「植物の自生地，野生動物の生息地その
他規則で定める土地の区域でその区域における
自然環境が前三号に掲げる区域における自然環
境に相当する程度を維持しているもの」を対象
として，その保全のための指定であり，利用と
いう観点はあまり入っていない．このため，生
態系サービスの享受というより，生物多様性そ
のものの保全を目的としている．

郷土環境保全地域は，「歴史的若しくは郷土
的に特色のある遺跡若しくは建築物その他の工
作物又は地域住民に親しまれてきた由来のある
樹木その他の植物若しくは岩石若しくは洞穴，
滝その他の地形，地質若しくは自然の現象と一
体となった自然環境を形成している土地の区
域」を対象としており，文化サービスの維持に
寄与している．

緑地環境保全地域は，「地域住民の健全な心
身の保持若しくは増進に，又は公害若しくは災
害の防止その他生活環境の維持にその効果が著
しいと認められる自然環境を形成している樹林
地，水辺地その他の区域」を対象としており，
調整サービスの維持・向上を目指している．

保 全 地 域 は，3 種 類 合 わ せ て 28 地 域
1,956.36ha が指定されている（図 2）．これら
の県土面積に対する割合は，0.4％にすぎない．
このうち，元清澄山自然環境保全地域，梅ケ瀬
渓谷自然環境保全地域，大福山北部自然環境保
全地域等，自然環境保全地域の多くは奥山に相
当する．郷土環境保全地域は過疎高齢化地域に
相当する地域で，そのなかでも社寺林を指定し
たものが多い．里山の中でも特殊な神聖な場所
である．緑地環境保全地域は 1 箇所のみの指
定であり，都市化進行地域の特徴を示す里山地
域にある．

鳥獣保護区は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化
に関する法律」に基づいて指定が行われている．
同法第 1 条において，「この法律は，鳥獣の保
護を図るための事業を実施するとともに，鳥獣
による生活環境，農林水産業又は生態系に係る
被害を防止し，併せて猟具の使用に係る危険を
予防することにより，鳥獣の保護及び狩猟の適
正化を図り，もって生物の多様性の確保，生活
環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与
することを通じて，自然環境の恵沢を享受でき
る国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に
資することを目的とする．」とある．すなわち，
野生鳥獣の保護管理を通じて生物多様性の確保
と，農林水産業という供給サービスに基づく産
業の発展を目指すものである．

同法に基づく県指定の鳥獣保護区は 60 箇所
41,498.2ha で，そのうち特別保護地区は 6 箇
所 427ha である．これに国指定の鳥獣保護区
を合わせると，全部で 61 箇所 41,539.2ha で，

（３）鳥獣保護特別保護地区

図３ 千葉県の鳥獣保護特別地区（2011 年 3 月
現在）（千葉県環境生活部自然保護課資料）
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天然記念物は，文化財保護法および千葉県文
化財保護条例に基づいて指定が行われている．

文化財保護法の第 1 条において「この法律は，
文化財を保存し，且つ，その活用を図り，もつ
て国民の文化的向上に資するとともに，世界文
化の進歩に貢献することを目的とする．」と，
また千葉県文化財保護条例第 1 条において，「こ
の条例は，文化財保護法の規定による指定を受
けた文化財以外の文化財で県内に存するものの
うち県にとつて重要なものについて，その保存
及び活用のため必要な措置を講じ，もつて県民
の文化的向上に資するとともに，我が国文化の
進歩に貢献することを目的とする．」と謳われ
ている．

生態系サービスの観点からは，文化サービス
の維持に貢献すると考えられるが，里山や里海
のどこにでもある身近なものというよりは，珍
しいもの，特殊なものを対象としており，必ず
しも里山里海に一般的なものではない．

天然記念物のうちある区域を対象に指定され
ているものに，国指定では，太東海浜植物群落，
成東・東金食虫植物群落，鶴枝ヒメハルゼミ発
生地，高宕山のサル生息地，笠森寺自然林など，
県指定では，神崎森，渡海神社の極相林，三石
山自然林などがある．国指定の特別天然記念物

「鯛の浦タイ生息地」は海域の指定という特殊
な例である．

指定地は，里海から都市域，都市化進行地域，
過疎高齢化地域，そして奥山まで多様である．

なお，ここでは取り上げなかったが，天然記
念物には市町村指定のものもある．

保安林は森林法に基づいて指定されている．
森林法第 1 条では，「この法律は，森林計画，
保安林その他の森林に関する基本的事項を定め
て，森林の保続培養と森林生産力の増進とを図
り，もつて国土の保全と国民経済の発展とに資
することを目的とする．」とある．生態系サー
ビスからは，調整サービスの維持・向上を図る
ものだが，保安林の指定目的を見ると供給サー
ビスや文化サービスの視点も含まれている．

森林法では，次の 11 に及ぶ目的を掲げてそ
の達成のために保安林の指定が行われている．

一 　水源のかん養 
二 　土砂の流出の防備 
三 　土砂の崩壊の防備 
四 　飛砂の防備 
五 　風害，水害，潮害，干害，雪害又は霧

　　　害の防備 
六 　なだれ又は落石の危険の防止 
七 　火災の防備 
八 　魚つき 
九 　航行の目標の保存 
十 　公衆の保健 
十一 　名所又は旧跡の風致の保存

保安林では，開発行為が規制されており，ま
た立木の伐採も制限されている．千葉県におけ
る指定面積は，18,603ha であり，このうち水
源かん養保安林が 15,100ha と大部分を占めて
いる（表３）．保安林全体の県土面積に対する
割合は，3.6％である．これらの多くは，清和
県民の森，東京大学千葉演習林，林野庁所管の
森林など，県有地や国有地の森林である．また，
九十九里海岸や富津岬などの海岸沿いには，飛
砂防備および潮害防備保安林が指定されてい
る．保安林の多くは，奥山や里海に相当する地
域にあり，都市化進行地域や過疎高齢化地域の
特徴を示す地域にあるものは少ない．

（６）県民の森

千葉県立県民の森設置管理条例第 2 条におい
て，「県は，県民が自然に親しみつつ，自然の

（４）天然記念物

（５）保安林そのうち開発の制限がある特別保護地区は 7
箇所 467ha である（図 3）．特別保護地区の県
土面積に対する割合は，0.1％である．

谷津特別保護地区と富津岬特別保護地区は，
里海的な指定地であるが，谷津では漁業は行わ
れていない．清澄山特別保護地区と嶺岡山特別
保護地区は奥山に，その他の指定地は過疎高齢
化地域に相当する．
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もたらす恩恵を享受する機会を県民に提供する
ことにより，県民の健康の増進及び青少年の健
全な育成を図るため千葉県立県民の森を設置
する．」と謳われている．生態系サービスから
は，文化サービスの享受を目的としていると言
える．県民の森は，指定要件にあった区域を指
定するという他の制度とは異なるが，比較的大
きな面積を保護しているので，とくに取り上げ
た．6 箇所 3,604.3ha の県民の森が設定されて
いる（図 4）．県土面積に対する割合は，0.7％
である．県南部の丘陵地に開設されているもの
が多いが，船橋県民の森と東庄県民の森は里山
地域と言える．船橋県民の森は都市化進行地域
に，東庄県民の森は過疎高齢化地域に，それぞ
れ相当する．

これまで見てきた各保護地域について，生態
系サービスとの関係を表 4 に整理した．

この中で，保安林の指定は森林の公益的機能
の発揮を目的としており，しかも魚つきから水
源かん養，土砂流出防止，保健，風致など，目
的とする機能の多様性が注目される．生態系
サービスのうち，魚つき保安林は供給サービス
に，水源かん養保安林・土砂流出防止保安林等
は調整サービスに，保健保安林等は文化サービ
スに該当する．保安林は指定面積が大きく，生
態系サービスの維持・向上に大きく寄与してい
ると見なせる．

保安林については，その機能発揮を目的とし
て，植栽，崩壊防止の土留めや堰堤の設置など
の公共事業が行われている．ただ，保安林は，
伐採に制限が加わり，里山というよりも，奥山
的な人手が加わらず，遷移にまかせた林と言え
る．

一方，国定公園，県立自然公園，郷土環境保
全地域，県民の森，天然記念物は，文化サービ
スの維持・向上を目指すものである．

表３ 千葉県の保安林の現況（2010 年 3 月現在，
資料：千葉県農林水産部森林課 , 2010）

保安林種 国有林 民有林 計
(ha) (ha) (ha)

水源かん養
6,586 8,514 15,100

土砂流出防備 (8) (8)
98 808 906

土砂崩壊防備 (0) (0)
66 277 343

飛砂防備
960 960

防風 (1) (1)
9 379 388

水害防備 (0) (18) (18)
0 1 1

潮害防備 (936) (936)
38 140 178

干害防備 (0) (0)
469 469

落石防止
1 1

魚つき (10) (10)
0 153 153

航行目標 (2) (2)
4 4

保健 (402) (3,733) (4,134)
79 79

風致 (10) (6) (16)
3 18 21

計 (412) (4,714) (5,125)
6,800 11,803 18,603

注１　「兼種保安林」については、保安林の種類と順序に従い
　　　上位の保安林として面積を掲上した。
　　　なお、これによって面積が掲上されないことになる兼種の
　　　保安林面積は、その面積を（　）外書きしてある。

注２　面積が0.5ha未満のものは、「0」または「（0）」とした

図４ 千葉県における県民の森位置図（2011 年
3 月現在，千葉県農林水産部森林課ＨＰ1）

２）生態系サービスからみた保護地域
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これら制度のうち，国定公園，県立自然公園，
自然環境保全地域，郷土環境保全地域，緑地環
境保全地域，鳥獣保護区特別保護地区は，実質
的に生物多様性の確保を目的としている．また，
各制度ともに指定地域内の自然環境を保全する
ことから，調整サービスに寄与すると言える．

以上まとめると，保護制度は調整サービスや
文化サービスの維持・向上に貢献してきたと言
える．供給サービスについては，保安林の中に
魚つき保安林があり，その役割を果たしている
が，その指定面積はわずかであり，実質的に供
給サービスへの貢献はほとんどないと見なせ
る．県土面積に対する割合でみてみると，保護
地域の面積は全部合わせても 10.3％（表 1 の
保護地域面積，鳥獣保護区は特別保護地区の面
積）にすぎない．しかも，これらにはかなりの
重複指定があるため，実際の面積割合はもっと
少なくなる．

ところで，これまで見てきた各保護地域は，
里山や里海と見なせるのであろうか．地域的に
は，都市化進行地域や過疎高齢化地域に属して
いるものがある．しかしながら，里山は単に森
林があるだけでなく，農林漁業が営まれ，そ

３）里山条例

れに伴って様々な土地利用が行われている地域
である．これまで見てきた保護地域は，公有地
あるいは指定とともに人為的管理が行われなく
なったところが多い．むしろ，人為の加わらな
い自然の森林としての維持管理が行われてい
る．

表４ 保護制度の指定目的と生態系サービスとの関係
制度名 供給サービス 調整サービス 文化的サービス 生物多様性

国定公園 優れた自然の風景地 生物多様性の確保

県立自然公園 優れた自然の風景地 生物多様性の確保

自然環境保全区域 すぐれた自然環境や特
異な自然環境を保護

郷土環境保全区域 歴史的・郷土的に優
れた自然環境

緑地環境保全地域 地域住民の生活環境
の維持に優れた効果
を持つ自然環境

鳥獣保護区 鳥獣の保護

水源かん養 航行目標

土砂流出防止 保健

土砂崩壊防備 風致

飛砂防備

防風

水害防備

潮害防備

干害防備

落石防止

防火

県民の森 健康増進及び青少年
の健全育成

天然記念物 国民の文化的向上

保安林 魚つき

千葉県では，2003 年に「千葉県里山の保全，
整備及び活用の促進に関する条例」（通称「里
山条例」）が制定された．同条例第 1 条におい
て「この条例は，里山の保全，整備及び活用に
ついて，基本理念を定め，県の責務並びに県民，
里山活動団体及び土地所有者等の役割を明らか
にするとともに，里山の保全，整備及び活用を
促進するため必要な支援等を行うことにより，
里山の有する環境の保全，災害の防止，良好な
景観の形成，余暇及び教育に係る活動の場の提
供，伝統的な文化の継承等の多面にわたる機能
が持続的に発揮されるようにし，もって現在及
び将来の県民の健康で文化的な生活の確保並び
に活力ある社会の実現に寄与することを目的と
する．」と謳われている．すなわち，里山の保全・
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整備・利用が直接の目的であり，生態系サービ
スのうち調整サービスと文化サービスの維持・
向上を目指すものである．

これまで見てきた制度が地域指定によって土
地の保護を図っているのに対して，里山条例は
人の営みが行われなくなった里山を対象とし
て，土地所有者や管理者に代わって，里山活動
団体が知事の認定を受けて，里山活動を行うも
のである．したがって，経済活動として行われ
ていた活動を，経済性を伴わずに実施するもの
である．生態系サービスのうち，供給サービス
の維持までは保証されるものではない．

2010 年 3 月現在，知事の認定を受けている
のは，77 団体と 112 箇所であり，活動団体へ
の支援が行われている（図 5）．里山活動が行
われている地域は都市域と都市化進行地域に集
中している一方，森林率は低く，地域内の森林
のうち里山活動団体によって管理される森林の
割合が高くなる（図 6）．一方，過疎高齢化地
域では森林率が高いのに対し，里山活動団体数
は少ないため，都市域と比較して里山活動団体
が管理する森林の割合は小さい．そのため，里
山活動団体による森林管理は都市域や都市化進

図５ 千葉県における里山活動協定の現況
2010 年 3 月現在，出典：千葉県農林水産
部森林課ＨＰ 2）

 12

図６ 千葉県における里山活動協定の現況（2010 年 3 月現在，
出典：千葉県農林水産部森林課ＨＰ２）
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行地域において残存する森林の管理において有
効なツールとなっている一方，過疎高齢化地域
においては今後の展開が必要な状況である．

ビスの低下が生じている．
また，開発による土地改変は，地名の由来を

不明確にし，その地域で親しまれてきた場所，
森，樹木などの消失を招くことになり，地域の
歴史，民俗，風習等の文化サービスの低下を招
く．

（２）都市化進行地域における里山の劣化

里山の劣化を招いた根本的な原因は，減反制
度や，化石燃料・化学肥料の使用，安い外国産
木材の供給等によって，それまで里山から供給
されていた米，薪，炭，堆肥，木材等の供給が
なくなってきたことにある．つまり，里山が経
済的な価値を生まなくなってきたことによる．
生態系サービスから見れば，供給サービスの低
下に当たる．これに都市化と過疎化や高齢化が
追い打ちをかけた形である．

３．里山里海の現状

１）里山の劣化と生態系サービス

（１）里山の劣化 （３）過疎高齢化地域における里山の劣化

２）里海の劣化と生態系サービス

過疎高齢化地域における里山の劣化は，その
名のとおり地域住民の過疎高齢化による．この
ため，一部にゴルフ場等の設置はあるものの，
里山自体はおおむね残されている．過疎高齢化
によって，耕作放棄地が増加し，これがサル，
シカ，イノシシによる農作物被害を助長すると
いう悪循環になっている．また，薪炭林施業や
スギ林等の用材林の管理が行われなくなり，遷
移が進行して森林の発達や照葉樹の優占が進
み，また各地で竹林の拡大も見られている．な
お，都市化進行地域のような里山の分断，縮小
は顕著ではない．

生態系サービスのうち調整サービスは，コナ
ラ，クヌギなどの落葉広葉樹林やシイ，カシな
どの常緑広葉樹林では森林の発達とともに向上
すると考えられる．一方，スギやヒノキの植林
では，管理放棄によって間伐が行われず，樹高
に対して肥大生長が十分ではなく，樹冠も発達
しない．このような植林は，林冠がうっ閉し，
下層植生が極端に貧弱になり，ほとんど何も生
えない状況となる．管理放棄された竹林も同様
で，さらに周囲の林の中に根茎が侵入して竹林
化している．このような状況では，土壌侵食や
幹折れ，倒木も起こりやすく，調整サービスの
低下が考えられる．

文化サービスについては，これまでの人との
かかわり方が変化するために低下する面と，新
たな景観や自然との触れ合いが生まれることに
より向上する面とが考えられる．

これまで見てきたように，千葉県の里山は大
きく都市化進行地域と過疎高齢化地域の２つの
タイプに分けられる．これらは，同じ里山でも
その劣化の原因や現象は異なる．

都市化進行地域における里山劣化の主原因は
開発である．大規模なニュータウン開発からミ
ニ開発，道路網の整備など，様々な事業が行わ
れて都市化が進行してきた．森林や田畑等が土
地造成により更地となり，連続性を失って孤立・
断片化された．薪炭林施業等が行われなくなっ
たため，森林では遷移が進んで，シラカシやス
ダジイなどの常緑広葉樹が優占したり，林床で
はアズマネザサが密生したり，竹林化が進んだ
りしている．

断片的になった森林は，その多くが林縁的な
環境となり，また動植物の個体群サイズの縮小
が起こり，局所的な絶滅が起こりやすくなった．
その結果，生物多様性の劣化が生じてきたと考
えられる．これに伴い，生態系サービスも十分
に発揮されなくなってきた．都市化が進んだ地
域では，コンクリートやアスファルトで舗装さ
れるなどによって，蓄熱が起こり，また雨水が
すぐに河川等に流出される．つまり，調整サー

里海については，富津岬以北の東京湾内湾，
富津岬以南で館山市洲崎に至る内房，洲崎から
銚子に至る外房に分けてみてみる．
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東京湾内湾は，広大な干潟と浅海域からなる
海で，魚類や，貝類・ゴカイ類など底生生物の
生息地として，あるいはその産卵場所，稚魚や
幼生の生育場所として，またスズガモに代表さ
れる冬鳥のカモ類，春や秋に訪れるシギ・チド
リ類といった渡り鳥の生息地として，大変重要
な場所である．

しかしながら，昭和 30 ～ 50 年代を中心に，
工場用地等の造成のため，大規模な埋め立てが
行われ，現在では三番瀬，谷津干潟，盤洲干潟，
富津干潟を残すのみとなった．また，首都圏か
ら流入する家庭排水，工場排水によって，著し
く富栄養化が進み，夏季を中心として，広範囲
にわたって慢性的に植物プランクトンによる赤
潮が発生し，さらには貧酸素水塊そして青潮の
発生を招いている．底質も有機物の堆積が進み，
ヘドロ化している．

干潟や浅海域では，ノリ養殖やアサリ漁が行
われ，沖合では，スズキ，カレイ類，イワシ類，
コノシロなどを捕る巻き網や小型底びき網が行
われている（平本・柿野 , 2004）．しかしながら，
埋め立てによって漁場は大きく縮小し，多くの
人が漁業から離れて行った．

内房から外房にかけての海域では，港湾と漁
港の設置以外にはほぼ埋め立ては行われておら
ず，東京湾内湾のような著しい漁場の縮小や水
質の汚濁といった問題は生じていない．

このうち内房では，定置網，ノリ養殖，巻
き網漁業などが行われている（平本・柿野 , 
2004）．魚種としては，サンマ，サバ，アジ，
ブリ，キンメダイ，スズキ，ヒラメ，カレイ，
スルメイカ等である．外房では，巻き網，定置
網等が行われ，イワシ，アジ，サバ，サンマ，
カツオ，ブリ，キンメダイ，スルメイカ等が多
くとれている．また，内房から外房の磯根では，
イセエビ，アワビ，サザエなどの漁が行われて
いる．

生態系サービスから見ると，里海は私たちの
食を支える重要かつ多様な供給サービスを提供
している．また，千葉県の湿潤で温暖な気候は
黒潮の影響であり，水質浄化の機能など調整
サービスとしての機能も高い．さらには，海に

１）既存制度による対応

（１）都市化進行地域での対応

都市化進行地域には，県立自然公園や郷土環
境保全地域等の指定があるが，これらは開発に
当たって許可または届出制となっており，開発
抑制効果は大きい．しかしながら，これらの指
定面積はごくわずかであり，単独で生態系サー
ビスを維持できる規模の面積ではない．また，
今後，大面積の指定を行うことは，地権者の了
解を得る必要があることから，事実上，不可能
である．

開発を法令によって一律に規制することは，
すべての里山が他の土地利用に優先して保全さ
れるべきという社会的合意が得られなければ，
極めて難しいと言える．そこには，土地所有者
の考え，都市計画上の位置づけ，生態系サービ
スや生物多様性から見た重要性など，多様な価
値判断が絡むことになる．したがって科学的な
データのもとに，地域住民と自治体による合意
形成によって，はじめて保全等の方向性が決ま
るものと考える．その際に開発に対して重要と
なる制度は，市町村の総合計画や生物多様性基
本法に基づく生物多様性地域戦略であり，環境
影響評価法や千葉県環境影響評価条例に基づく
環境影響評価制度である．さらには，生物多様
性オフセットの制度化も視野に入れる必要があ
る．

さらに，里山が維持されるためには，農林漁

４．里山里海保全における保護制度

まつわる伝説，風習，名所旧跡など，文化サー
ビスも豊富である．

里山里海を保全し，生態系サービスの維持・
向上を図るためには，里山里海の劣化の原因を
除去・削減するか，劣化現象への対策をとる必
要がある．ここでは，こうした対応を法令がど
こまで担うことができるか，都市化進行地域と
過疎高齢化地域のそれぞれについて，まず，こ
れまでみてきた制度による対応を，次にその他
の法令による対応の可能性を以下に検討する．
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過疎高齢化地域については，国定公園，県立
自然公園，自然環境保全地域等，多くの保護地
域が指定されているものの，これらは優れた自
然環境や景観を現状のまま保全するものであ
り，農業等の人の営みの存在を前提としていな
い．過疎高齢化，耕作放棄地の増加，野生鳥獣
による農林被害等，いずれについても対応でき
ない．

ただ，「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関す
る法律」については，鳥獣保護区の設定のほか
に，特定鳥獣保護管理計画の策定も盛り込まれ
ており，サル，シカ，イノシシ等を特定鳥獣と
して保護管理計画を立てることにより，対応す
ることができる．

大もととなる過疎高齢化については，農林漁
業の在り方とともに，我が国の緊急かつ重大な
課題である．国による抜本的な対応策が望まれ
るが，千葉県という土地に最適な方法を考える
必要がある．過疎高齢化地域といっても，千葉
県は首都圏にあり，観光地でもあり，マリンス
ポーツも盛んである．こうした地の利を活かし
ていくことも考える必要がある．

２）里山里海の保全に法令が果たす役割

（１）各地の事例検討

○広大な面積の里山里海を対象とできる保護制
度が必要である．

○農林漁業の維持を含む保護制度が必要であ
る．
さらには，保全すべき里山里海の場所と面積，

維持すべき生態系サービスの種類という，具体
的な目標の設定が必要である．その上で，法令
が担う役割を考える必要がある．

こうした課題に対して，これまでの規制的な
法令によっては対応しきれないことは明らかで
ある．また，必ずしも法令による対応が最適と
も限らない．本県でも，こうした取組として，
里山条例が導入されている．そこで，各地で行
われている新たな試みについて，以下に概観し
てみる．

● 印旛沼水循環健全化計画
印旛沼（ここでは里山に含めているが，里沼

としても捉えられている．）とその流域では，
多様な主体による印旛沼水循環健全化計画の策
定や，その実施が行われている．これは，県，
地元市町村，地元市民，NPO，専門家等の多様
な主体による連携・協働のもとで，印旛沼の再
生に，水循環そして流域の視点で総合的に取り
組むものである．

● 高知県高知市：高知市里山保全条例
高知市では，すでに 2000 年から高知市里山

保全条例を施行している．「里山の保全につい
て，基本理念を定め，市，土地所有者等，市民
及び事業者の責務を明らかにするとともに，里
山の保全を効果的に推進するために必要な事項
を定めることにより，自然と調和した潤いと安
らぎのある安全かつ健康で文化的な都市の形成
に寄与すること」を目的とし，里山保全地区を
指定することができ，同地区における開発等は
事前に届出が必要となる．これは里山に着目し
た保護地域に相当し，背景には都市のスプロー
ル化，防災機能の確保などがある．

● 長野県茅野市：茅野市ふれあい里山づくり
条例

（２）過疎高齢化地域での対応

業という人々の営みが重要である．これまで見
てきた保護制度では，管理放棄といった人々の
営みに関する課題に対応できないのは明らかで
ある．それでは，都市化進行地域において，法
令によって農林漁業を維持できるだろうか．都
市化進行地域は，極めて大きな消費需要を持つ
都市地域に隣接するという利点を持つ．こうし
た状況を踏まえ，里山単独で考えるのではなく，
都市の力で里山を再生するのも一つの方法であ
る．すなわち，都市に住む人々の消費活動や保
全活動である．これに加えて，現在の農林漁業
の大きな問題は，従事者の高齢化と従事者人口
の減少であり，その解決を目指す必要がある．

これまで見てきたことから，里山里海の保全
に当たって，次のような課題が明らかになった．
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茅野市では，2004 年から茅野市ふれあい里
山づくり条例を施行している．「茅野市パート
ナーシップのまちづくり基本条例及び茅野市環
境にやさしいまちづくり条例の理念に基づき，
里山づくりに関する基本理念を定め，市民，土
地所有者等，事業者，滞在者及び市の責務を明
らかにするとともに，里山づくりについて必要
な事項を定め，里山づくりを効果的に推進し，
もって現在及び将来の世代の豊かな生活の確保
に資すること」を目的とするもので，「里山の
多様な公益機能」を明文化しているところが注
目される．市民等で組織された団体の自発的な
活動地域としての「里山づくり推進地域」の指
定や，団体と土地所有者・市等との「里山づく
り推進協定」の締結など，市民活動を支援・推
進する内容となっている．

● 神奈川県：神奈川県里地里山の保全，再生
及び活用の促進に関する条例，かながわ水源
環境保全・再生施策大綱
神奈川県では，2007 年に「神奈川県里地里

山の保全，再生及び活用の促進に関する条例」
を制定し，2008 年度から施行している．これ
は，市町村からの申出等により，県が里地里山
保全等地域を選定し，さらに選定地域で活動す
る団体と土地所有者等との間で里地里山活動協
定を締結し，これを県が認定するものである．
県は活動への支援を行っている．

また，神奈川県では，2005 年に「かながわ
水源環境保全・再生施策大綱」と「かながわ水
源環境保全・再生実行５か年計画」を策定して
いる．大綱は，「良質な水の安定的確保」を目
的に，「主として，県外上流域を含めたダム上
流域を中心に，河川水及び地下水の取水地点の
集水域全体」を対象に，2007 年度以降の 20
年間を視野に入れた水源環境保全・再生施策を
総合的・体系的に推進するための取組の基本的
考え方や分野ごとの施策の展開の方向性などを
示している．そして，同計画に位置付けた 12
の特別対策を推進するためには，年間約 38 億
円の財源が必要となることから，水を利用して
いる県民による負担として，2007 年度から個

人県民税の超過課税を導入している．12 の事
業には，水源の森林づくり事業の推進，丹沢大
山の保全・再生対策，間伐材の搬出促進，地域
水源林整備の支援，県民参加による水源環境保
全・再生のための新たな仕組みづくりなどがあ
る．

● 静岡県：一社一村しずおか運動
静 岡 県 で は， 県 建 設 部 農 地 局 に お い て，

2005 年から「一社一村しずおか運動」を始め
ている．これは，「美しい景観と，県土の保全・
水源のかん養など多面的機能を持つ農山村地域
の活性化を図るため，多様な主体の参画による
農山村づくりを推進する」一環として，「都市
部の企業の方に農山村地域を訪れていただき，
農作業支援や環境保全等の社会貢献をはじめと
する多様な活動を，農山村と企業のパートナー
シップにより，協働で取り組む」ものである．
県は，農山村と企業の要望をコーディネートす
る．

これらの多くは，里山等の生態系サービスを
維持・向上させていくため，その受益者を含む
多様な主体による取組を導入するもので，規制
的な法令ではなく，取組を奨励するものとなっ
ている．

里山里海の課題に対応するためには，大面積
の指定が困難な規制的な保護制度よりも，緩や
かな規制か，まったく規制を伴わない奨励等
の手法が主体になっていくものと考える．南

（2008）は，里山保全は地域性が強い分野であ
り，法律の仕組みとしては地方公共団体の自主
性・自立性への配慮，条例を支援する枠組みが
必要であるとしている．また，各地の里山保全
に関する条例の手法を整理して，①規制手法
‐ 地域指定と行為制限，②契約手法 ‐ 里山の
保全管理，③自主的取組手法 ‐ 民間団体の取
組の奨励，④啓発的手法 ‐ 里山保全への教育，
⑤情報・誘導的手法，⑥補助・援助手法，⑦そ
の他，に分類している．そのうえで，土地取得
や規制手法の必要性，民間団体の自主的取組を
奨励・支援する手法の有効性を指摘している．
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国，都道府県，市町村が，それぞれの対象範囲
や地域性に応じて，相互に補完するよう法令や
施策を展開することが求められている．

また，生物多様性オフセットを導入して，保
全すべき場所に資金や労力をつぎ込む方法も有
効であろう．生物多様性オフセットは，後述す
る生物多様性条約第 10 回締約国会議の開催を
契機に，近年，とくに注目を集めている．海外
の事例紹介や日本への導入の検討が行われ，ま
た里山保全と結び付けた「里山バンキング」の
提案も行われている（田中，2010）．今後，こ
れらの実現に向けた法令の研究および実践事例
の蓄積を重ねていくことが必要である．

一方，里海については，東京湾の保全・再生
が大きな目標となる．具体的には，千葉県三番
瀬再生計画に基づく三番瀬の再生はその第一歩
である．東京湾の保全・再生には，水質と底質
の改善，干潟や浅海域の復元が前提になる．ま
た，千葉県単独ではなく，国，そして東京都，
神奈川県，あるいは東京湾流域にあって多くの
人が住む埼玉県等との連携も必要である．まず
は目標達成のための長期ビジョンをたて，その
手法を検討し，法令の研究を行うべきである．

里海や海域の保全については，里山ほどの事
例はないが，海域の環境悪化や改変に対する取
組として次の事例がある．

● 環境省：21 世紀環境立国戦略
2007 年に制定された 21 世紀環境立国戦略

の「戦略 6　自然の恵みを活かした活力溢れる
地域づくり」の「③豊かな水辺づくり」において，

「藻場，干潟，サンゴ礁等の保全・再生・創出，
閉鎖性海域等の水質汚濁対策，持続的な資源管
理などの統合的な取り組みを推進することによ
り，多様な魚介類等が生息し，人々がその恵沢
を将来にわたり享受できる自然の恵み豊かな豊
穣の『里海』の創生を図る」と明記されている．
戦略は具体的な取り組みは明示されていないも
のの，生物多様性，物質循環，人をつなぐ持続
可能な里海づくりを進めるビジョンが示されて
いる．この戦略に基づき，環境省は里海創生支
援事業（後述）や里海創生にかかわる基礎調査

などを実施している．

● 環境省：里海創生支援事業
　環境省では，2008 ～ 2010 年度で里海創

生支援事業を実施している．その一環として，
「里海の創生を目指す活動を支援するとともに，
里海づくりの参考となるマニュアル策定に当
たっての基礎資料とするため，地方公共団体が
地域と一体になって海域環境の保全や海との共
生に取り組んでいる活動を選定し，地方公共団
体によるモデル事業」を実施し，各地で地元自
治体，住民，漁協，NPO，大学等の連携による
里海創生が行われている．また，里海創生活動
を流域一体型，都市型，ミティゲーション型，
鎮守の海型，体験型，漁村型の 6 つに類型化
している．

● 東京湾再生推進会議：東京湾再生のための
行動計画
幅広い行政間の連携としては，東京湾再生推

進会議による「東京湾再生のための行動計画」
がある．会議の構成員は，海上保安庁，内閣官房，
国土交通省，農林水産省，林野庁，水産庁，環
境省，千葉県，埼玉県，東京都，神奈川県，横
浜市，川崎市，千葉市で，「水質改善を通じた
東京湾の再生」を目指すもので，2003 年から
の 10 年間を計画期間としている．

● 米国カリフォルニア州サンフランシスコ湾
の事例
海外でも東京湾のような内湾の再生を行って

いる事例がある．米国カリフォルニア州のサン
フランシスコ湾の事例は有名である．サンフラ
ンシスコ湾は，東京湾とほぼ同規模の面積，そ
して埋め立てが行われている．水深は，東京
湾よりはるかに浅く，平均で 6 ｍ程度である．
とくに農地や塩田としての利用が行われてい
る．かつて，多くの埋め立て計画があるなかで，
途中から湾の保全と再生に向けて方向を転換
し，現在では各地で再生事業が実施されている．
たとえば，ドン・エドワード・サンフランシ
スコ湾国立野生生物保護区（Don Edwards San 
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物多様性に富んだ谷津田と斜面林の環境などは
その一例である．特に，里山でも都市化進行地
域においては，調整サービスや文化サービスに
絞って，維持管理を行っていく場合も多いと考
えられる．船橋県民の森やその周辺の里山管理
の取り組みなどはその一例である．

なお，法令は，里山里海保全のすべてを担う
わけではない．生物多様性国家戦略，生物多
様性地域戦略，市町村の総合計画，都市計画，
農林漁業の政策等々があり，地域のコミュニ
ティーがある．法令が前面に出て里山里海の保
全をけん引していくというよりは，地域住民や
企業などの活動を支援・促進するような役割が
求められていくものと考える．

Francisco Bay National Wildlife Refuge）では，
連邦魚類野生生物局（U. S. Fish and Wildlife 
Service）によって絶滅危惧種のクイナとネズ
ミの一種の保護を主目的に，塩田を塩湿地に修
復する作業を行っている．同保護区には，現在
も塩田として利用されている場所が含まれてい
るが，塩田としての利用がなくなった場合には，
湿地への修復を行うこととなっている．

東京湾においても，生物多様性国家戦略がそ
うであるように，100 年間かけて再生を図っ
ていくとするならば，同様の試みは十分に検討
に値するものと考える．すなわち，現在の埋立
地のなかから，干潟や浅海域として再生する区
域を設定し，区域内に立地する工場等が移転あ
るいは撤去される場合には，そこを再生の主体
が買い取るか，寄贈を受けて，再生事業を行う．
また，再生区域内の工場等には，優遇措置を設
けて，再生区域外の未利用埋立地等への移転を
勧める．工場等の敷地内に海水が入り込む内陸
性湿地を造成することも有効であろう．

こうした様々な取組の事例や可能性がある中
で，里山里海の土地だけでなく，人の営みも維
持していくのか，いかないのか，つまり，生態
系サービスのうち，農林漁業と一体となった供
給サービスを維持するか否かを検討する必要が
ある．もちろん，食糧供給は最も重要であり，
食糧の地域外への依存が進み，自給できないよ
うでは困るが，すべての里山里海がその役割を
果たすのは，事実上，困難である．したがって，
農林漁業から一歩引いて，調整サービスや文化
サービスという生態系サービスの維持・向上，
あるいは生物多様性の保全そのものを目的とす
る方向性もある．里山里海を直接的な環境財と
してとらえ，その維持管理を所有者のみに負わ
せるのではなく，税金等公的な資金で一部また
は全部を賄うことも必要になる．この場合，供
給サービスより，調整サービスや文化サービス
を中心に考えることになる．

たとえば，農業の生産性は低いものの，大き
な生態系サービスを得ることができ，生物多様
性からも重要な場所であれば対象になろう．生

（２）生物多様性条約第 10 回締約国会議

　　（COP10）を契機とした動き

2010 年（平成 22 年）10 月 18 日～ 29 日
に，愛知県名古屋市において生物多様性条約
第 10 回締約国会議（COP10）が開催された．
COP10 では，新戦略計画「愛知目標」が採択
され，その個別目標には以下に示すように里山
里海の保全の観点から重要な項目が含まれてい
る．

目標５：2020 年までに，森林を含む自然生息
地の損失の速度が少なくとも半減，また可能
な場合には零に近づき，また，それらの生息
地の劣化と分断が顕著に減少する．

目標６：2020 年までに，すべての魚類，無脊
椎動物の資源と水生植物が持続的かつ法律に
沿ってかつ生態系を基盤とするアプローチを
適用して管理，収穫され，それによって過剰
漁獲を避け，回復計画や対策が枯渇した種に
対して実施され，絶滅危惧種や脆弱な生態系
に対する漁業の深刻な影響をなくし，資源，
種，生態系への漁業の影響を生態学的な安全
の限界の範囲内に抑えられる．

目標７：2020 年までに，農業，養殖業，林業
が行われる地域が，生物多様性の保全を確保
するよう持続的に管理される．

目標 11：2020 年までに，少なくとも陸域及
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び内陸水域の 17％，また沿岸域及び海域の
10％，特に，生物多様性と生態系サービスに
特別に重要な地域が，効果的，衡平に管理さ
れ，かつ生態学的に代表的な良く連結された
保護地域システムやその他の効果的な地域を
ベースとする手段を通じて保全され，また，
より広域の陸上景観又は海洋景観に統合され
る．

　　　　　　　　　　　　　　　（環境省仮訳）

今後，これらを実現するための方法が検討さ
れることになる．このほか，COP10 を契機と
して法令の整備を含め様々な取組が行われてき
た．

環 境 省 は，COP10 で SATOYAMA イ ニ シ ア
ティブを提案するとともに，これに関連した施
策を展開してきた．SATOYAMA イニシアティ
ブは，人々が古くから持続的に利用や管理をし
てきた「社会生態学的生産ランドスケープ」の
維持や構築を図り，生物多様性と人間の福利に
資する「自然共生社会」の実現を目指している．
次の 3 つの行動指針，
・多様な生態系のサービスと価値の確保のため

の知恵の結集 
・革新を促進するための伝統的知識と近代科学

の融合 
・伝統的な地域の土地所有・管理形態を尊重し

た上での，新たな共同管理のあり方（「コモ
ンズ」の発展的枠組み）の探求
そして 5 つの視点，

・環境容量・自然復元力の範囲内での利用 
・自然資源の循環利用 
・地域の伝統・文化の価値と重要性の認識 
・多様な主体の参加と協働による自然資源と生

態系サービスの持続可能で多機能な管理 
・貧困削減，食糧安全保障，生計維持，地域コミュ

ニティのエンパワーメントを含む持続可能な
社会・経済への貢献
が示されている．
環境省は，COP10 において国際 SATOYAMA

パートナーシップの設立を提案し，国際的な取
組として広げていくとともに，国内においては，

2004 ～ 2007 年度に里地里山保全再生モデル
事業を実施し，里地里山保全再生計画作成の手
引きを取りまとめ，2010 年 COP10 にあわせ
て「里地里山保全活用行動計画」を策定してい
る．

また，里山の保全等の市民活動を推進するた
め，国は 2010 年 12 月 10 日，「地域における
多様な主体の連携による生物の多様性の保全の
ための活動の促進等に関する法律」を公布して
いる．

里海については，2007 年に制定された海洋
基本法に基づき，2008 年に海洋基本計画が策
定され，その中で「里海」の考え方の具現化を
図ること，生物多様性の確保等のための取組が
謳われている．また，2011 年当初現在，生物
多様性国家戦略 2010 に基づき，海洋生物多様
性保全戦略の策定に向けて，作業が行われてい
る．

これら一連の取組によって，里山里海が実際
にどのように保全されていくのかは未知数であ
る．また，これまで見てきた取組のどれかが決
定打となって，劇的に里山里海の保全が進むと
いう見込みは，今のところ立っていない．しか
しながら，これらも続くであろう多くの取組に
よって，里山里海に関する人々の認識，価値観
が次第に変化してゆき，近い将来，急速にその
保全が進展していくことに期待したい．
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2006 年 3 月にブラジルのクリチバで開催さ
れた生物多様性条約第 8 回締約国会議（COP8）
において，民間部門の条約への参画を促す決議
が採択され，生物多様性の保全における企業の
役割の重要性が広く示された．次いで 2008 年
に開催された COP9（開催地：ドイツ ボン）では，
ドイツ政府の主導による「ビジネスと生物多様
性イニシアティブ」の「リーダシップ宣言」へ
の署名式が行われ，日本企業 9 社を含む 34 社
が参加した．また，2010 年 10 月に愛知県名
古屋市で開催された COP10 では，経団連等の
経済団体により「生物多様性民間参画イニシア
ティブ」が設立されるなど，企業の取り組みが
年を追うことに活発になっている．

こうしたビジネスセクターと生物多様性と
の結びつきが促進されてきた背景には，生態
系と生物多様性の経済学（TEEB）の存在があ
る．TEEB は自然環境の経済的な価値などを分
析するプロジェクトで，2007 年の主要国首脳
会議 G8+5 環境大臣会合から検討が始まった．
COP9 で発表された中間報告は，ドイツ政府と
欧州委員会が中心となってまとめられ，最終報
告は国連環境計画（UNEP）がまとめ，COP10
で発表された．この報告書では，「自然資本か
らの恩恵を無視した経済が生物多様性の損失や
生態系サービスを劣化させ，貧困や経済的損失
を招いた．今後，生物多様性・生態系の価値を
可視化し，生物多様性保全へのインセンティブ
を作り出していく必要がある．そのために，多
様な主体による生物多様性の主流化が図られる
べきだ」（European Communities, 2008）と結

　第３章１０節

生物多様性保全は，前章で述べたような法律
等の制度を用いて古くから実施されてきた．し
かし，保全のためのインセンティブは弱く，県
内の自然は経済的な発展を目指した改変圧力に
さらされ，減少し続けてきた．特に自然保護制
度の網掛けだけでは保全することが難しい里山
里海は，社会的な変化によって大きな環境変化
を余儀なくされてきた．こうした里山里海の変
化は，生態系サービスや生物多様性という自然
資本の喪失につながった．

里山の生物多様性や生態系サービスのような
公共の財・サービスに対して価値を払う市場が
ないために，これらが失われてしまう状況は「市
場の失敗」（European Communities, 2008）と
よばれる．こうした市場の失敗の繰り返しをく
い止めるためには，これまでのような保護制度
だけではなく，生物多様性や生態系サービスの
外部不経済を内部化していく必要があり，その
ために企業や消費者といった市場にかかわる主
体の参加が欠かせない．

民間企業による生物多様性保全の取り組み
は，古くは社内福利，近年では社会貢献やボラ
ンティアという位置づけで主に行われてきた．
しかし，最近は「経済活動が自然資本に依存す
る」ことが認識されるようになり，生物多様性
保全に経済的なインセンティブが与えられ，企
業等による経済的な取り組みがはじまりつつあ
る．

本稿では，こうした経済的取り組みの背景を
まとめ，特に里山里海の保全に結び付く事例を
紹介する．

２．生物多様性保全と経済を巡る情勢

里山里海の保全再生における経済的取組

森 雅邦 a・北澤 哲弥 b・熊谷 宏尚 b

a 千葉県環境生活部自然保護課　b 千葉県生物多様性センター

１）世界の動き

１．はじめに
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論づけている．中間報告書において，最良の実
践例（ベストプラクティス）から整理された政
策の 4 つの対応方向（将来の優先事項を反映
させるために既存の補助金を考え直すこと，正
当に評価されていない便益に対価を支払い，無
視されている費用を支払わせること，保全から
得られる便益を分け合うこと，持続可能性を示
す指標と基準を開発すること）は，愛知目標な
どにも影響を与えた．

また，ミレニアム生態系評価でも経済的手法
による生物多様性保全の意義について整理が行
われている：「多くの生態系サービスは市場で
取引されることがなく，市場は生態系サービ
スの効果的な配分と持続的な利用の促進に貢
献することができない．経済や金融の手法の導
入により，生態系の財とサービスの利用を規制
する強力な手段が提供される．市場メカニズム
は支援制度（例：税制等の枠組み）がしっか
りとしていて初めて機能するので，これらの
メカニズムをより幅広く利用可能にするため
に，支援制度のシステムを構築する必要がある」

（Millennium Ecosystem Assessment・ 横 浜 国
立大学 21 世紀 COE 翻訳委員会，2007）．

国では環境省が中心となり，生物多様性ある
いは環境と経済を結び付けるための取り組みを
進めている．2004 年 5 月に策定された「環境
と経済の好循環ビジョン」は，2025 年を一つ
の到達点として，環境を良くすることが経済を
発展させ，経済の活性化が環境を改善するとい
う「環境と経済の好循環」を実現することによ
り，「健やかで美しく豊かな環境先進国」を目
指している．また 2007 年 6 月に改定された「環
境報告ガイドライン」には，環境報告に記載す
べき情報として「生物多様性の保全と生物資源
の持続可能な利用状況」が追加された．2008
年に制定された「生物多様性基本法」では，「事
業活動が生物の多様性に及ぼす影響を把握する
とともに，生物の多様性に配慮した事業活動を
行うこと等により，生物の多様性に及ぼす影響
の低減及び持続可能な利用に努める」と示され

ている．これを受けて 2009 年 8 月には「生物
多様性民間参画ガイドライン」が公表され，企
業をはじめとする幅広い分野の事業者による生
物多様性に配慮した取組の促進を図っている．

生物多様性保全への企業参画は，地方自治体
によっても進められている．千葉県では 2008
年に策定した生物多様性ちば県戦略の中で，多
様な主体との連携・協働を進めることを示し，
その一環として企業による生物多様性保全への
理解と行動を推進するために「企業と生物多様
性セミナー」を開催し，生物多様性に係る最新
情報や先進的取り組み事例等を提供している．

２）国内の動き：地方自治体

これまで企業は社会的責任（CSR）の視点か
ら CSR 報告書の作成を進め，環境や生物多様
性の保全への取り組み等をここに位置づけてき
た．近年ではこうした取り組みに加えて，生物
多様性保全に関する方針や行動指針等をつく
り，事業活動を含め企業全体で生物多様性保全
を目指す事例も多くなっている．

企業の結びつきによって，生物多様性保全
に貢献することを目指した動きも始まってい
る．2008 年 4 月に味の素㈱など日本企業 14
社が発起人となって「企業と生物多様性イニ
シアティブ（JBIB）」を設立した．日本企業は
CSR( 企業の社会的責任 ) の視点から生物多様
性の取り組みを始めているが，各企業が個別に
活動をしていたのでは，「情報」や「視点」の
偏りによって，本業へのリスクや機会を見過ご
す恐れもあるという問題意識により設立され
た．

2009 年 3 月には経済団体連合会が「日本
経団連生物多様性宣言」を制定した．これは，
2003 年に制定された「日本経団連自然保護宣
言」を発展させたものである．

COP10 と時を同じくして立ち上げられた「生
物多様性民間参画イニシアティブ」は，日本経
済団体連合会，日本商工会議所及び経済同友会
が，国際自然保護連合日本プロジェクトオフィ
ス，農林水産省，経済産業省及び環境省と協力
して設立した．「生物多様性民間参画パートナー

３）国内の動き：民間
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このように国や企業により，生物多様性保全
と経済との結び付けや民間参画が進められつつ
あるが，実際に生物多様性を保全し，生態系サー
ビスを持続的に利用するためのアプローチ方法
にはどのようなものがあるのだろうか？

ミレニアム生態系評価では，生態系サービス
の管理において有効な経済的手段および市場メ
カニズムとして，4 つのアプローチを示してい
る．

○ 市場で考慮されないコストを伴う活動に対
する税や利用料

○ キャップアンドトレード型を含む市場開発
○ 生態系サービスに対する支払い
○ 市場を通じて消費者の嗜好を表現できるメ

カニズム

この分類に沿って，それぞれのアプローチに
よる里山里海の保全について考える．海外の熱
帯林の保全など，国際的に生物多様性保全に取
り組む企業が多くなっているが，国内の里山や
里海など地域の生物多様性に対する最良の実践
例（ベストプラクティス）と言えるような取り
組みも増えてきており，こうした具体的事例を
ここでは示す．

シップ行動指針」に賛同しそれを実践する事業
者，経済団体等が参加しており，千葉県も設立
時の公会員に参加している．2011 年 1 月末現
在の参加団体数は，事業者会員 355 社・グルー
プ，経済団体会員 14 団体，NGO 等会員 13 団体，
公会員 3 省，2 県，4 市・団体である．

また，地方の経済団体でも同様の動きがみら
れる．2009 年 4 月に滋賀県経済同友会が「琵
琶湖いきものイニシアティブ」を公表した．企
業活動を通した生物多様性保全のモデル構築を
目指し，「最低１種類もしくは 1 ヵ所の生息地
の保全に責任を持ちます」などの 10 項目の宣
言文を決定した．

３．生物多様性保全への経済的な
　　アプローチ

この手法は，生態系や生物多様性に負荷を与
える者に対して税金や利用料等の対価を支払わ
せるものである．

最も一般的な事例としては，登山やトレッキ
ングの際に徴収される入山料などがある．登山
などで自然を利用することによって生じる環境
負荷に対し，コストの支払いを求める制度であ
る．日本では馴染みが薄いが，アメリカやオー
ストラリア，ニュージーランド等では，トレッ
キングの際に入山料やガイド料を支払うことは
一般的に行なわれている．料金徴収のシステム
を作ることにより，環境負荷によって劣化した
自然を回復するための資金を得るとともに，利
用者数をコントロールすることもできる．日本
では，岐阜県高山市の五色ヶ原において，「乗
鞍山麓五色ヶ原の森」への入山を予約制とし，
ガイド料や施設利用料を徴収している．他にも
登山コースにあるトイレのチップ，屋久島のヤ
クスギランドや白谷雲水峡での協力金など，任
意で納める形式のものは各地で見られる．

海域でも同様の制度が見られる．サンゴ礁等
におけるスキューバダイビングの利用者に対し
て環境保全協力金を課す制度を持つ地域があ
る．これらの協力金は，サンゴの養殖や移植，
清掃といった活動に使用されている．また，日
本釣振興会が実施している海中清掃のような活
動も，広く釣り人（会員）から環境コストを徴
収していると言える．

１）市場で考慮されないコストを伴う活動に

　対する税や利用料

２）キャップアンドトレード型を含む市場の

　　開発

生態系サービスに関連した市場では，開発行
為などによって失われる生物多様性や生態系
サービスについて，損失分の補填として他地域
で保全・再生された生物多様性・生態系サービ
スを取引することが行われている．資源枯渇を
避けるために，資源利用総量を規制する（キャッ
プ）など，様々な枠組みがある．
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○ 炭素市場
こうした市場として急速に発展してきたの

が，炭素市場である．世界銀行の「炭素市場の
現状と傾向 2010」によれば，世界の炭素市場
規模は 1,437 億米ドルに達している．しかし，
炭素市場は，地球の許容量の約 5 倍となる地
球温暖化ガス排出の合法化を助長したという指
摘もあり（Stern, 2005），仕組みをつくった後
の評価と見直しの重要性が示唆される．千葉県
では，美しいちばの森林づくり森林整備による
CO₂ 吸収量認証制度を 2009 年から設け，森林
整備による CO2 吸収量の見える化を図り，社
有林や県有林等の森林整備を促すインセンティ
ブを作り出している．

○ 里山バンキング（図 1）
生物多様性オフセットの里山里海への応用モ

デルとして提案されている（田中，2010）．里
山の開発による消失の補填として，放棄されて
荒れた里山を維持管理するモデルである．

生態系サービスに対する支払い（Payment 
for Ecosystem Service：PES）は，TEEB 報告書
でも大きく扱われ，これからの発展が期待され
ている．この手法は，生物多様性や生態系サー
ビスを守る人々に対して，その活動によって失
われた収益を保証するような形で行われる．そ
のため，保護制度や土地購入によって守れない
場所の保全において特に有効である（European 
Communities, 2008）．たとえば，貴重な水生
生物が生息する水田や休耕田などの湿地では，
生息環境を維持するためには土地所有者が水田
等として利用していくことが有効な場合でも，
農業としては経済的に成り立たない場合は放置
されることが多くなる．そのような場合に，水
田を維持して絶滅危惧種等の生息地を保全する
対価を支払う経済的な仕組みとして PES が考
えられる．以下に具体的な事例を示す．

○ 水源税，森林環境税　　　　　　　　　　
　東京都が山梨県内の多摩川源流域の森林を

図１ 里山バンキングのイメージ（田中 , 2010）

３）生態系サービスに対する支払
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所有・管理しているように，河川下流住民に
よる上流の森林の生態系サービス（水源かん
養など）に対する支払いが以前から行われて
きた．近年では，水源税や森林環境税が 30
を超える県で導入され，水源かん養，災害防
止などを目的に，場合によっては都道府県境
を越えて森林管理が行われている．2011 年
3 月現在，千葉県では導入されていない．

○ 中山間地域等直接支払制度　　　　　　　
　中山間地域に範囲は限定されるものの，農
業生産の維持を通じて農地の多面的機能を維
持するという観点から，直接支払交付金が支
払われている．本県では，県南部 13 市町村
の約 1,135 ヘクタールの農地を対象に，約 1
億 4,385 万円の交付金が支払われている（平
成 21 年度）．

○ 谷津田の自然の保全区域奨励金
　　千葉市は 2003 年に生物ゆたかな谷津田の

自然の保全施策指針を策定した．谷津田の土
地所有者と保全協定を結び，谷津田の持つ多
面的な機能を確保することを目的に 10,000
円/反の奨励金を土地所有者に交付している．

　　同様の補助制度は我孫子市の「谷津ミュー
ジアム事業」においても実施されている．

○ 地下水の保全のための田畑の水張り　　　
　地下水を利用する熊本県の半導体工場で
は，周辺が地下水が浸透しやすく地下水を豊
富に蓄える地層があることから，使用してい
る地下水の量に見合う地下水を涵養するため
に，農家に協力金を払って稲刈り後の水田や
休耕田に水を張ってもらい，地下に浸透させ
る取り組みを行っている．

て生物多様性の保全や持続可能な利用への配慮
がなされているかどうかを消費者が判断する必
要がある．一方，企業は商品の裏側に隠れてい
る環境配慮情報を積極的に提供する必要がある
が，その情報が付加価値となり消費者に選ばれ
るチャンスが生まれる．こうした取り組みの事
例として以下のようなものが挙げられる．

○ 認 証 制 度　　　　　　　　　　　　　　　
　商品が生物多様性の保全や生態系サービス
の持続可能な利用に対して基準をまもって作
られているかどうかは，消費者にとっては判
断が難しい．認証制度はその判断を簡易にし，
より多くの消費者にアピールするための制度
である．持続可能な森林管理によって生産さ
れた木材であることを示す FSC（The Forest 
Stewardship Council による認証）や SGEC（緑
の循環認証会議による認証）といった森林認
証 制 度，MSC（Marine Stewardship Council
による認証）やマリン・エコラベル・ジャパ
ンによる認証などがある．

○ ５本の樹プロジェクト　　　　　　　　　
　住宅の建設・販売会社は，仙台などの大規
模分譲地で顧客の個人住宅の庭に鳥のために
3 本，蝶のために 2 本の在来樹種を植えても
らう「5 本の樹」計画を行っている．庭の樹が，
街から里山へ，さらに森へとつながる生態系
ネットワークの形成を目指している．生物多
様性に配慮した緑化計画の実施により，年が
経つほど緑豊かな街の景観を生み出すことで
街の価値を高めていく取り組みである．

○ 棚田のオーナー制度　　　　　　　　　　
　鴨川市の大山千枚田では，都市部の人が会
費を払って田植え，収穫などの作業に参加し，
収穫したお米をすべて持ち帰れるオーナー制
度を実施している．利用料は 1 区画（約 100
㎡）年間 30,000 円である．

○ 里山の農産物を都市で販売する　　　　　
　デベロッパーである不動産企業が，山梨県

４）市場を通じて消費者の嗜好を表現できる　

　　メカニズム

このアプローチは，消費者が商品を選択する
ことで，里山里海の生物多様性保全や持続可能
な利用を進める手法である．そのためには，商
品の原料調達から製造，販売までの過程を通し
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以上に見てきたように，企業や行政を中心
に様々な経済的取組がはじまっている．CBD 
COP10 において決定された愛知ターゲットの
目標にも，行政や企業などあらゆるレベルの関
係者によって生物多様性の保全と持続可能な生
産及び消費を進めるための行動をすすめていく
ことが示されており，今後より一層，生物多様
性保全のための経済的取り組みが推進されてい
くであろう．

休養・やすらぎ機能など，計 8 兆円の経済的
な価値を農地がもたらしているとした．また，
千葉県では県内の森林の持つ 14 の公益的機能
の経済評価を行い，1 年間で県内の森林が人間
社会にもたらす経済的価値を約 5500 億円と試
算している．このような経済評価は直接的に生
物多様性保全と結び付くわけではない．しかし，
税金の徴収や公金による直接支払いを実施する
ためには市民の理解と合意が必要となるし，企
業が PES を導入するにはステークホルダーの
賛同を得る必要がある．そのためには，里山里
海の生態系が持つ生態系サービスの価値を貨幣
評価によって明らかにし，また受益者を特定す
ることが不可欠である．

里山里海は，農林漁業という生態系を利用し
た経済活動によってこれまで支えられてきた地
域である．これらの産業活動が弱まるにつれて
地域の生態系の経済的な価値が相対的に低下
し，その結果として，農地や森林の市街化や耕
作放棄といった問題が生じている．すなわち，
里山里海の生態系が社会にとって有益な資本で
あることを人々が認識することがまず必要であ
る．そのために考えられる取り組みの一つが，
里山里海の経済評価である．里山里海を構成す
る農地，森林，海洋といった生態系の持つ多面
的機能あるいは公益的機能に関する経済的評価
は，ここ 10 年ほどの間に盛んになってきた．
三菱総合研究所（2010）は日本の農業が持つ
多面的機能を貨幣評価し，洪水防止機能や保健

２）里山里海の生物多様性保全にかかる経済

　　的取組の推進

４．経済的側面からみた里山里海の
　　保全のあり方

１）里山里海の経済的評価の推進

の耕作放棄地と荒廃した森林を再生して，そ
こでの農産物を自社が開発する東京の都心部
で販売する事業を実施している．

○ 生物多様性を活かした商品開発　　　　　
　コープ CS ネットは，沖縄県恩納村漁協が
取り組んでいる里海づくり活動のサンゴ礁再
生に協力するため，もずく商品の売り上げの
一部を基金として積み立てている．　基金は，
同漁協が行うサンゴの移植活動などの再生事
業の支援に使われ，同漁協が生産したモズク
は，生協 PB 商品にも利用されている．

実際の取り組みを進める上で配慮すべきこと
は，その取り組みが本当に生物多様性の保全に
つながるのか，という視点である．特に農地
を中心とした里山では，農産物という生態系
サービスの利用と生物多様性の保全との間にト
レードオフの関係がみられる場合がある（北
澤，2011）．こうした関係に配慮しながら，そ
の取り組みの成果を定期的に調べ，生物多様性
の保全と生態系サービスの持続的利用を両立さ
せる結果に結び付いているかを評価する体制が
求められる．上述した事例では，生態系サービ
スに対する対価の支払いという側面からの取り
組みが進みつつあるが，生態系の構成要素であ
る生物多様性保全を重視して対価を支払う事例
はほとんどない．農業や里海の事例にみられる
ように，短期的な生態系サービスの向上と生物
多様性とはトレードオフの関係になるケースが
ある．長期的な視点で見れば，生物多様性を保
全することで生態系サービスを向上させること
を目指さなければ，真の持続可能な利用にはつ
ながらない．そのために，生物多様性保全への
対価支払いが必要である．

生物多様性を保全するうえで大きな課題であ
る絶滅危惧種等の動植物の生息・生育地を保全
する手法として，自然公園などの保護地として
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図２ 保全基金のイメージ

指定する方法や寄付金等による買い取りなどの
取り組みがこれまで行われてきた．しかし里山
里海には水田などの農地をはじめ民有地が多
く，農業が経済的に成り立たないために放置さ
れてしまい，保護制度を適用して保全すること
は難しい．里山里海の農地を維持し，絶滅危惧
種等の生息地・生育地を保全するための経済的
な仕組みとして，公益信託等を活用した基金の
設立が考えられる（図 2）．

貴重種等の生息地に所有者に提供する保全対
価は地代ではないので，機会利益を補てんする
という視点で整理する必要があるだろう．例え
ば，保全地を売却した場合に得られる額を定期
預金等で運用した場合の利息相当額などが考え
られる．

資金を提供する寄付者等へは，「○○湿地の
○％を保全しています．」とか「絶滅危惧種の
○○の生息地を○○㎡保全しています．」とい
う表現を使用できる旨の保全証明（クレジット）
を提供することで，資金提供の誘因にする（図

図３ 資金の流れのイメージ 図４ 大型商品の保全証明付き販売イメージ

2）．
生息地全体を保全するのに必要な資金を一括

して寄付することは難しいので，保全証明を必
要としない資本金のようなまとまった事前資金
が必要になるであろう．事前資金があれば，証
明付き資金が必要額まで集まれば，事前資金を
他の保全地に活用することで，保全地を拡大し
ていくことができる（図 3）．

また，一部の人間だけでなく，社会全体とし
て生物多様性の保全に取り組むことを進めてい
くためには，これまで主に社会的責任としての
取り組みを行ってきた企業が，事業活動の中に
生物多様性の保全を取り込んでいくことが不可
欠である．前述の基金の保全証明を付けて商品
を販売することで，消費者の購入意欲を高める
ことなどによって，経済活動への組み込みが可
能となる．しかし，地域の自然環境の保全は，
地域の郷土愛などに依存するところが大きいこ
とから，広域に販売される商品では，製造段階
で保全証明を付けることが難しいと考えられ
る．

また，現段階では生物多様性の保全への関心
が高い消費者も決して多くは無いと予想される
ことから，話題性を作りながら企業の社会貢献
的な取り組みからスタートせざるを得ないと考
えられる．

マンションなど大きな商品であれば，メー
カーと販売店が協力して基金への寄付を仲介し
て，購入者に直接に保全証明を出すことも可能
になる（図 4）．
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戦後の都市の復興・開発は，すでに市街地が
つくられていた東葛地域や主に商工業地として
の湾岸地区からはじまり，住宅地またベットタ
ウンとして周辺の内陸地域に拡大していった．
1960 年代以降，急激な人口増加に伴って農地
や森林が造成され，その自然環境は急速に人工
構造物によって置き換えられていった．都市域
では大気汚染や水質汚濁等の環境汚染が顕著に
見られ，ヒートアイランドなど都市に特異的な
環境問題も生じている．その結果，多くの在来
動植物は都市域から姿を消した．都市域の里海
であった東京湾の干潟では埋立てが進み，ほと
んどの海岸は人工護岸となった．海域の地形改
変の結果，貧酸素水塊が発生し，生き残った海
洋生物にさらなる悪影響を及ぼしている．都市

　第４章１節

東京首都圏の一翼を担う千葉県では，戦後の
急激な都市化が，県内の里山里海に大きな変化
をもたらした．東京湾岸や北総域では人口が増
加している一方で，県南部では過疎化や高齢化
が進んでいる地域がある．里山里海が開発に
よって都市域になった所をはじめ，都市化進行
地域および過疎高齢化地域の里山里海いずれの
地域においても生物多様性と生態系の損失・劣
化が進みつつあり，地域の人々の暮らしとその
将来に対する懸念が広がっている．

こうした背景の下，第 2 章では本県の里山里
海の生態系が人々にもたらす資源の供給や環境
の調整，さらに人の精神から文化にいたる生態
系サービスについて，その現状把握や要因分析
をおこない，その結果，本県の里山里海の生物
多様性が失われ，生態系サービスが低下してい
る状況が明らかになってきた．またそれらの変
化のパターンは，都市域から里山里海域の都市
化進行地域，過疎高齢化地域という都市との空
間的なかかわりの軸に沿って異なっていること
も明らかになった．

本節では，中村ほか（2010）に基づき，本
報告書の柳ほか（2011），北澤（2011），北
澤・西野（2011），北澤ほか（2011），吉田ほ
か（2011），小倉ほか（2011），中村（2011），
中村・青木（2011），熊谷・遠藤（2011），森
ほか（2011）で個別に分析してきた情報を一
つにまとめ，本県の里山里海における生物多様
性と生態系サービスの変遷について，都市との
かかわり及び人間の福利との関係から考察をお
こなうとともに，その変化を引き起こしてきた
要因について整理をおこなう．

２．地域別にみた生態系サービスの変遷

里山里海を変化させる要因：外部依存と人工技術依存

北澤 哲弥 a・中村 俊彦 b

a 千葉県生物多様性センター　b 千葉県生物多様性センター 併任 千葉県立中央博物館

１）都市域

１．はじめに

都市が中心となって生み出される社会の変化
は，生態系サービスの利用を変化させる間接的
な要因となり，里山里海の社会にも大きな影響
を与えてきた．都市域は現在もなお拡大膨張を
続け，都市に隣接する地域では地形改変や市街
地化によって都市化進行型の里山里海が成立す
るようになった．一方，都市から離れた地域で
は特に若者人口の都市への流出が進み，過疎高
齢化型の里山里海となる．このように，それぞ
れの地域が持つ都市との関係性によって，里山
里海域におよぶ社会的要因が変化し，それに応
じて生物多様性や生態系サービスにも変化が生
じている．ここでは，社会的地域区分ごとに，
社会情勢，生物多様性，および生態系サービス
の変遷について，その概要を以下にまとめた．
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が拡大し，人や物資の交流が盛んになった結果，
外来生物の増加が著しい．

都市域では，開発が優先され，保護地域に指
定された場所は非常に限られているのが現状で
ある．開発のため農地や干潟・浅海域が大きく
失われてしまった都市域では，農林水産物の供
給サービスが著しく低下するとともに，大気や
水質の安定・浄化にかかわる調整サービスも顕
著に低下した．さらにグローバル化や科学技術
の発達なども遠因となって，地域の伝統的な行
事や文化・芸術，土地に根ざした知恵や信仰と
いった文化サービスが失われてきた．

都市化進行地域は，都市域の縁辺部および隣
接域等に位置する．都市の拡大に伴って徐々に
人口が増加し，宅地や工場用地，道路などの交
通網の拡大による自然環境の破壊が続いてい
る．増え続ける人口によって増大する水や農地，
治水へのニーズに応え，河川や湖沼では治水・
利水工事が進められた．このような状況の下，
多くの在来の動植物が生息・生育環境を失ない，
新たに進入してきた外来生物の影響を受けるよ
うになった．

本地域では現在も農業生産が盛んに行われて
いる．1960 年代までは土地生産性の増加によ
り供給サービスも増加したが，近年では耕作放
棄など農地の利用低下が進んでいる．さらに，
農業の近代化のための化学化や基盤整備などが
進むにつれて，農地の生物多様性は大きく失わ
れた．都市化にともなう森林や農地の減少は，
それらが担ってきた洪水防止や水質浄化といっ
た調整サービスを低下させたが，治水利水にか
かわる人工技術によって補完されてきた．この
ような都市化進行地域では，伝承技術・民間信
仰・慣習・年中行事などが比較的よく残されて
きた所も多いが，全体的には減少してきている．
最近では地域に根ざした文化を見直す機運も生
まれてきているが，都市化進行地域における文
化サービスの減少は続いている．

２）里山里海域：都市化進行地域

過疎高齢化地域は，都市域から距離のはなれ
た地域，とりわけ半島南部の丘陵や海岸に位置
し，人口流出と少子化等により過疎化，高齢化
が著しい地域が多い．開発圧は弱く，都市域や
都市化進行地域のような土地利用の顕著な変化
は見られないが，近年は耕作放棄等によって農
地面積が減少している．過疎高齢化地域では，
今もなお多くの在来動植物が生息・生育し，絶
滅危惧種もまだ多くみられるが，キョンなどの
外来生物も定着している．

この地域では農林漁業が主要な産業となって
きたが，貿易自由化や食の欧米化などに伴って
農林水産物という里山里海の供給サービスを利
用する量が減り，その結果，農林漁業の担い手
不足や高齢化等，様々な課題が生じている．特
に耕作放棄地の増大とともに，人工林の手入れ
の遅れや高齢級化が進み，竹林の拡大に伴う森
林荒廃など，里山の奥山化とも呼べるような変
化が生じている．さらに耕作放棄地の増加や農
地における人気の少なさが，シカやイノシシ等
の野生鳥獣による農林業被害を惹起し，さらな
る離農の原因ともなっている．荒れた農地や林
地では水源涵養機能が低下し，地形崩壊もおき
やすくなるなど，調整サービスも低下している．
過疎高齢化地域では，他地域に比べ伝承技術や
民間信仰，慣習・年中行事などは良く残されて
きた．しかし，近年，都市的な生活文化の影響
のほか，過疎化による担い手不足もあり，伝承
技術が継承されなくなったり，年中行事などの
実施が少なくなるなど，文化サービスも減少傾
向といえる．

３）里山里海域：過疎高齢化地域

最後に県内全域をまとめ，戦後の生態系サー
ビスの変遷を整理した（図１）．農林水産物や
木材，水等の資源の供給サービスは，一次産業
の技術革新や基盤整備に伴って，高度経済成長
期の前期は上昇傾向であった．しかし，1970
年頃に生産のピークを迎え，それ以降は自然環
境の悪化や経済状況の変化等によって，供給
サービスは低下傾向にある．調整サービスにつ

４）生態系サービスの変遷にかかる総括
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いては，1970 年代まで自然環境の破壊にとも
なって大きく低下し，郊外などの問題が生じた
が，その後は規制などによりさらなる悪化は免
れたものの，埋立や開発によって失われた生態
系の復元は進まず，回復までは至っていない．
文化サービスについては，1960 年代以降，生
活様式が大きく変わり始め，近年の情報化とグ
ローバル化の急速な拡大とあいまって，大きく
減少しつつある．最近では，地域本来の文化や
伝統を見直す気運も生まれつつある．

以上，現在ではいずれの生態系サービスも減
少傾向にあり，この状況は少なからず人間の福
利にも影響してきていると考えられる．また，
この状況が改善されなければ，里山里海の生活
者のみならず，都市生活者にもその福利面にお
いて大きな影響が生じると推察される．

３．人間の福利の変遷

生態系サービスは，暮らしを支える物資とし
て，あるいは安全や健康などの面から人々の豊
かで幸せな生活を支えている．このように生態
系サービスに支えられる人間の福利は，自然環
境および社会環境からの影響とともに，各個人
の資質や人間性ともかかわる多種多様な要因の
総体としてもたらされる．その中でこれまでに
見てきた３つの生態系サービスともかかわりが
深い福利の指標として，ここでは３つの要素を
考える．すなわち，供給サービスとかかわる「物
の充足度」，調整サービスとかかわる「環境の

１）物の充足度

供給サービスは，生態系からの物質的な恵み
として人間が享受するものであり，福利の指標
としては物の充足度と強いつながりがある．人
間が生存における最重要要素の一つである食糧
の合計量である国内消費仕向量（食糧消費量の
指標として用いられ，自給率の計算などに使用
される）を人口で除した一人当たり年間消費仕
向量は 1970 年代頃から増加が頭打ちとなり，
1990 年以降は漸減している（図 2）．この値
の推移が増加から停滞・減少傾向へと変化した
ことは，食料が十分に満たされた生活を送れる
社会になったことを示している．

生態系サービス

供給サービス 調整サービス 文化サービス

19701945 1990 19701945 1990 19701945 1990

図１ 生態系サービスの全体的傾向

快適度」，文化サービスとかかわる「精神の健
康度」の３つを人間の福利をあらわす要素とし，
その変化を概括した．
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図２ 国民一人当たり消費仕向量合計
（資料：農林水産省食料需給表）
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調整サービスは人間にとって好適な環境を作
り出す生態系プロセスであり，人間の福利の中
でも環境の快適度と強いつながりがある．ここ
では，人間にとって快適な環境の中でも，人間
の健康や生存にかかわる公害に対しての苦情件
数を福利の指標とした．苦情件数が少ないほ
ど，人間にとっての環境の快適度が高いといえ
るため，苦情件数は実際の人間の福利とは逆数
の関係にある．ここでは，七大公害の中でも苦
情件数が多く，また生態系の調整サービスとも
かかわりの深い水質汚濁と大気汚染を取り上げ
た．1966 年以降，水質汚濁に対する苦情件数
は約 2200 件から急激に増加し，1970 年代前
半に約 16,000 件でピークを迎える．その後，
1980 年代前半までの間に 8,000 件前後まで減
少した後，現在までほぼ横ばい状態が続いてい
る（図３）．一方，大気汚染に対する苦情は，
水質汚濁と同様，1966 年から急激に増加して
1970 年代前半にピークを迎える．その後減少
に転じ，1980 年代後半からほぼ横ばい状態と
なった．しかし，1990 年代末に発生したダイ
オキシン騒動を契機に，件数が著しく増加し，
現在はやや減少傾向が見られる．このように，
水質汚濁と大気汚染では，近年のパターンで違
いが見られるものの，1960 年代からの変遷は
かなり類似している．すなわち，環境の快適度
という人間の福利は，1960 年代後半から急激
に悪化して 1970 年代前半に最も悪い時期を迎

えた．しかし，その後は，汚染物質への規制や
浄化施設などのインフラ整備によって 1980 年
代前半までの間に一定レベルまで回復したとい
える．
３）精神の健康度

２）環境の快適度
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図３ 公害苦情件数の推移（資料：公害等調整委
員会年次報告書 2000,2007）

文化サービスは，人々が生態系から受ける非
物質的な恵みであり，人間の福利の中でも精神
面と強く結びついているといえる．戦後，日本
はより豊かな生活を求め，経済大国とまで言わ
れるようになったが，都市化に伴い自然との
かかわりの機会が減少することにより，健康
や安全に影響が生じている（本田，2010）．現
在，物質的な豊かさよりも，心の豊かさを求め
る人々が増えてきている．内閣府の世論調査

（2009 年 6 月「国民生活に関する世論調査」）
では，今後の生活において，「これからは心の
豊かさ」と答えた割合が 60.5％，「まだ物の豊
かさ」と答えた割合が 30.2％となっている．
1972 年では「まだ物の豊かさ」が上回ってい
たが， 1980 年代以降は「これからは心の豊か
さ」が逆転し，年々差が拡大している（図４）．
心の豊かさを求める割合が増加している背景に
は，物の豊かさがある程度満たされていること
が前提にあるが，近年，自殺や精神疾患などの
心の健康が問題視され，これまでの物の豊かさ
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図４ 求める豊かさの変遷（1972-1999 年）
（出典：内閣府世論調査結果）
＊心の豊かさ：物質的にある程度豊かになっ
たので，これからは心の豊かさやゆとりのあ
る生活をすることに重きを置きたい
＊物の豊かさ：まだまだ物質的な面で生活を
豊かにすることに重きを置きたい
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いる．しかし，生態系サービスの低下に伴って，
人間の福利も同じように減少してきたわけでは
ない（図 6）．里山里海から得られる生態系サー
ビス以外のものを利用して，人々の暮らしを豊
かに，快適にしてきたと推察される．

人間の福利の指標である物の充足度が増加す
るなか，域内の里山里海から得られる供給サー
ビスは，1970 年頃を境に減少した．その結果，
物質的に満ち足りた生活を支える資源の大半
を，域外，特に海外の生態系から得られたサー
ビスに頼る「外部依存」の構造となった．

環境の快適度は，1970 年前後に最低となり，
その後，回復している．しかし，自然性の高い
生態系の面積は都市を中心に減少を続けてお
り，域内の生態系サービスは低下したままであ
る．この調整サービスの低下を補うように，下
水道や浄水施設等の人工施設が整備され，環境
負荷を人為的に処理する状況であり，「生態系
サービスの人工的代替」が進んでいる．

精神の健康度については，戦後は低く，そ
の後上昇したが，再び低下するようになり，
1990 年代以降その傾向は著しくなった．域内
の文化的サービスは，戦後から低下し続けてお
り，精神の健康度の上昇は，域内の文化的サー
ビスがもたらしたのではなく，物の充足との関
連や，海外や都市などの域外からもたらされた
文化や情報に伴うライフスタイル・価値観の変
化によるものといえる．一方で，様々な文化や
情報が氾濫したことで，心の拠り所を見失い，
また，インターネットなどを通じた仮想的な体

日本における戦後の人間の福利の変化につい
ては，図５のように整理することができる．物
の充足度は，戦後の復興から高度経済成長に
伴って大きく増加したが，1990 年代からは頭
打ちとなっている．環境の快適度は，公害の発
生等により 1970 年頃までに大きく低下したも
のの，その後の規制などの対応によってやや回
復したが，以前のレベルには戻らないまま現在
に至っている．精神の健康度については，戦後
直後は低い状態であったが，復興による物の充
足等に連動して急速に回復した．しかし，その
後の経済のグローバル化や地域文化の衰退等の
影響により，精神の健康度は再び低下している
といえる．

を最優先にしてきた社会のあり方に疑問が投げ
かけられている状況がある．自殺については，
戦後の混乱や貧困，価値観の変化などにより，
1955 年前後の自殺率は高く，その後は安定し
た．しかし，近年では，自殺による死亡率が上
昇し，特に男性の自殺が急増している．このよ
うな状況をふまえ，戦後の復興等により，一度
高まった精神の健康度も 1990 年代以降は一貫
して低下傾向にある．

４）人間の複利の変遷にかかる総括

人間の福利

物の充足度 環境の快適度 精神の健康度

19701945 1990 19701945 1990 19701945 1990

図５ 人間の複利の全体的傾向

４．人間の福利と生態系サービス

戦後，里山里海の生物多様性は大きく劣化し，
その生態系サービスは利用されなくなってきて
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験が多くなり，自然観・生命観の欠如や現実と
のギャップが拡大され精神の健康度を損なう状
況も生じている．

５．外部・人工技術依存を進めた要因

１）間接要因

状態を改変させることで，生態系サービスと人
間の福利に間接的に影響を及ぼす．Millenium 
Ecosystem Assessment(2005) では，間接要因
を人口，経済活動，社会政治，文化，および技
術の 5 つのカテゴリーに区別している．間接
要因には，里山里海を直接的に変化させてきた
要因の背景にあたる社会要因が含まれ，それゆ
えここに含まれる事項は社会の広範囲にわたる
こととなる． 

域内の供給サービス由来

物
の
充
足
度

環
境
の
快
適
度

心
の
健
康
度

域外からの輸入等

1970 1990

人工技術による
代替等

域内の調整サービス由来

域内の文化的サービス由来

域外の文化・情報等

現在1945

図６ 人間の福利と生態系サービスの変遷

外部依存は，社会経済的な「グローバル化」
の結果であり，貿易の自由化や人・物資・情報
などの移動に関わる様々な要因と関連する．一
方，人工技術依存は，システムの「人工化」を
進めることであり，エネルギー，環境浄化，農
林漁業の技術発展などと関連する．このグロー
バル化と人工化という大きな流れの中で，里山
里海を取り巻く社会要因が変化し，生物多様性
と生態系サービスに影響が及ぶという図式を描
くことができる（図 7）．

ここでは，ミレニアム生態系評価（MA）に従っ
て，変化の要因を「間接要因」と「直接要因」
の二つに分け，これまでの章の中で示されてき
た変化の要因を整理するとともに，社会的地域
区分との関連性について考察を加えた．

千葉県の人口は 1960 年頃から著しく増加し
た．1990 年代以降，増加速度は抑えられたが，
現在も微増が続き，2010 年 9 月現在の県人口
は 6,201,046 人に達している．しかし，人口
増加はどの地域でも同じように起きたわけでは
ない．産業経済の都市への集中が進んだ結果，
職を求めて都市へ移入する人が増えて都市人口
が増大した一方，働き手の供給源となって人口
が減少した地域もある．特に過疎高齢化地域で
は，若者が農村を離れて都市へ向かい，地域人
口は大きく減少した．農村では担い手の中心と
なるべき若い男手が流出し，「じいちゃん，婆
ちゃん，母ちゃん」によって農業が支えられる

（１）人口にかかわる要因

間接要因は，一つあるいは複数の直接要因の
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人口 経済産業 社会政治 文化 科学技術

人口増加

都市への人口集中

過疎化

少子高齢化

高度経済成長

産業構造の変化

貿易の拡大

農林水産業政策

国土開発政策

衣食住の欧米化

生業の衰退

信仰意識の希薄化

化石燃料への移行

産業技術の効率化

土地利用の改変

地形改変

農地改変

管理放棄

過剰利用

大気汚染

水質汚染

土壌汚染

農薬、肥料

在来種との競合

在来種の捕食

遺伝的汚染

病気

ヒートアイランド

地球温暖化

自然破壊 人為管理 環境汚染 外来生物 気候変動

間接要因

直接要因

基盤

供給 調整 文化

生態系・生物多様性

グローバル化 ・ 人工化

図７ 生態系サービスと変化の要因の関連性

状況を指す「さんちゃん農業」という言葉も生
まれた．このように，産業構造が一次産業から
二次産業，三次産業へと急激にシフトしていく
中で，都市への人口集中と過疎化が同時に進ん
できた．里山里海域の中でも，都市から遠く離
れた過疎高齢化地域において人口流出が顕著に
見られる一方，都市に近接する都市化進行地域
では人口が徐々に増加している．このように，
都市との空間的な関係が，里山里海域に生じる
変化を大きく左右している．

日本の国人口は 2004 年の 1 億 2778.7 万人
をピークにすでに減少に転じているが（総務省
統計研修所，2010），千葉県の人口は 2010 年
をピークとしてゆるやかに減少すると推定され
ている．

クラスター , 2010）というスケールで見ても
ほぼ同様である．1990 年代までの経済成長の
結果，産業構造の変化や貿易の自由化促進など
で日本経済は大きく変化し，所得の増加や，消
費活動の活発化し，「大量生産・大量消費」の
社会がもたらされた． 

1960 年に閣議決定された国民所得倍増計画
の中で産業の高次化が位置づけられ，農村労働
力を非農業部門へ移動させる政策がとられてき
た．その結果，産業人口は 1960 年頃までは一
次産業が最大だったが，それ以降，二次・三次
へと移行し，特に三次産業が著しく増加した．

都市への産業と人口の集中が進むにつれて，
都市の土地価格は著しく上昇した．宅地価格と
並行して農地価格が上昇し土地資産としての農
地の価値が高まったことは，宅地等への農地転
用を促進する誘因となった．

世界的には，保護貿易主義の見直しを背景に，
木材や農林水産物の自由化が促進された．その
結果，安価な農林水産物が海外から輸入される
ようになり，価格競争を通して国内の農林水産
物のシェアが低下する一因となった．

近年ではＩＴ革命が進み，情報ネッワークを
基盤とした情報産業が拡大した．

1950 年代～ 1970 年代前半にかけて国民総
生産額や一人当たり総生産額が増加し，日本経
済は急成長した．その後，成長率はやや低下し
たものの 1990 年代までは安定的な成長が続い
た．しかし，1990 年前後を境に国民総生産額
の増加は頭打ちとなっている．その傾向は本県
や関東地方（日本の里山・里海評価－関東中部

（２）経済産業にかかわる要因



４－１　里山里海を変化させる要因：外部依存と人工技術依存

223

社会の意思決定，とくに政治による施策は，
人口や経済，後述する生活や科学と連動する形
で社会の流れを促進したり異なる方向へ誘導し
たりする役割を果たす．戦後，特に農林漁業や
国土計画に関連して行われた政策は，里山里海
の姿に大きく影響を与えてきた．近年では，社
会の意思決定に，市民や NPO 等が関わる機会
が増えつつある．

選択的拡大や労働生産性の向上等を目指した
農業基本法は，労働生産性の向上には成功した
ものの，農業の担い手不足や耕作放棄地の増加，
食料自給率の低下といった課題も生み出すこと
となった．また食生活の欧米化にともなう米需
要の低下などを背景に，コメの生産調整が開始
された．食糧管理制度のコメの小売価格の自由
化，農林畜産物の輸入自由化が進められたこと
で農業経営が圧迫されている．

戦後復興から高度経済成長前期にかけて，過
剰な伐採によって資源量の減少していた県内の
森林では，再植林や拡大造林が進められたもの
の需要増加を賄いきれず，1960 年代に木材の
輸入が自由化された．その後，外材がシェアを
拡大し，国産材の価格が低迷したため，管理が
放棄される植林地が増大した．

1962 年に日本列島全域を対象とした総合的
開発を目的に全国総合開発計画が策定され，工
業地帯の整備や鉄道・高速道路など大規模な開
発が全国的に行われた．河川や港湾では，洪水
対策や電源開発，水供給を目的としたダムや堰，
護岸などの整備事業が実施された．

市街地等の拡大は里山里海を破壊する要因の
一つであるが，むやみな都市開発を制限する
ことを目的に都市計画法が 1968 年に制定され
た．この法律では計画区域を市街化区域と市街
化調整区域に線引きし，市街地にする区域と市
街化しない場所を明確に区分した．その結果，
市街化を進める場所として位置づけられた市街
化区域内では農地や樹林地が大きく減少した．
その減少を食い止めるために 1974 年に生産緑
地法が作られるなどの対応が見られたが，相続
税や固定資産税等の負担もあり，市街化区域で

は農地の減少がいまだに続いている．
1960 年代に，公害が大きな社会問題となり，

環境に対する国民の意識は高まった．1971 年
に環境庁が発足，千葉県では 1974 年に環境部
が発足する．国は 1993 年に環境基本法を制定，
1995 年には第一次生物多様性国家戦略を策定
し，2007 年には第三次の戦略とした．千葉県
は 2008 年３月に都道府県レベルでは初の生物
多様性ちば県戦略を策定した．そして 2008 年
６月には，国の生物多様性基本法が制定される．
最近では生物多様性保全活動促進法など，市民・
NPO などさまざまな主体による具体的取り組
みを支援する政策も多くなっている．

（４）文化にかかわる要因

戦後の経済発展に伴って，人々の生活は大き
く変化し，衣・食・住のあらゆる面で欧米化が
進んだ．その一方，長い伝統により育まれてき
たそれまでの日本人の生活の知恵や様式の多く
が，姿を消すこととなった．

日本人 1 人あたりの消費カロリーは，1950
年代から 2000 年代に至るまでほぼ変わらない
ものの，脂質摂取が増加する一方，炭水化物の
摂取量が減少するなど，その内訳は大きく変化
している．肉や脂肪の多い食事に代表される食
の欧米化は，ムギや肉といった海外産物の輸入
の増大とともに，米消費量の減少，さらには日
本の伝統的な食文化の衰退にもつながった．

外食チェーンなどによる食の外部化や，コン
ビニエンスストアなどによる中食産業の勃興，
さらには農産物の海外依存等に関連した「食」
と「農」の距離の拡大，といった現象が食生活
をとりまく環境を大きく変化させている．

長く続けられた日本人の自給自足や地産地消
の生活・生業は，産業構造の変化に伴い衰退し
た．そもそも，生業とは，生きるために食べ
る，食べるための活動を意味すると考えられて
いる．現在では「生業」という言葉はあまり用
いられず，「仕事」「職業」という言葉が一般的
になっており，「お金を稼ぐための活動」といっ
た意味合いが強くなっている．

かつての里山では，コメ作りのための田植え

（３）社会政治にかかわる要因
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や水路の整備といったさまざまな作業を，結や
講といった周囲の人々との助け合いの仕組みで
支えていた（本田 ,2010）が，これらの慣習も
農業の近代化により廃れていった．

日本では，自然に対する畏敬の念を抱き，自
然に対する信仰意識もかつては強かった．この
ような意識は自然資源の管理利用にも関係し，
自然を守り大切にする文化を育んできた．しか
し科学・技術の進歩や近代的な産業の発展によ
り，畏敬の念や信仰意識は急速に薄れ，その意
識の低下は，資源の乱獲や自然環境の破壊や汚
染にもつながっている．

近代の科学技術の発展に伴い，社会は化石燃
料をはじめ資源・エネルギーの大量消費と外部
依存の構造となり，環境汚染や地球温暖化を引
き起こしてきた．

家庭で使用されるエネルギー量は，戦後一貫
して増加してきたが，その内訳は薪炭から電気
やガス，灯油などに移行した．主要エネルギー
の化石燃料への移行は，薪や炭の生産の場で
あった雑木林や農用林などの経済的価値を激減
させ，林地の管理放棄を引き起こした．

農業や漁業などの一次産業では，機械化や化
学化により労働生産性が向上した．農業では，
圃場整備や用水路整備，農薬・化学肥料の投入，
機械化・温室設備設置などが推進された．農業
の機械化は労働生産性を大きく向上させたが，
一方では機械の導入のために圃場整備等の農地
改変を伴い，肥料や農薬の使用量も増加させ，
生物多様性及び生態系への影響は著しく増大し
た．また，労働生産性を飛躍的に向上させた水
稲栽培は兼業を可能にし，農地集約を制限する
一つの要因にもなった．林業でも高性能林業機
械による効率化が図られた．漁業では，潜水技
術の発展や漁具の改良，船のディーゼル化・大
型化が進められたが，その一方，乱獲や混穫が
原因と思われる資源の減少が生じ，持続的な資
源管理が課題となっている．

人々の生活に欠かせない水については，浄水
設備や上下水道が社会インフラとして整備され

てきた．化学薬品を用いた急速濾過法の発展に
よって大量の水処理が短時間で行われるように
なったものの，主に生物による浄化機能を活用
する方法は廃れていった（日本の里山・里海評
価－関東中部クラスター , 2010）．

船や飛行機が大型化・高速化するとともに，
船舶数や航空機数の増大に伴い，物資の輸送力
が格段に向上した．さらに，冷蔵 ･ 冷凍などの
保存技術も向上し，生鮮食品等の大量輸送も可
能になった．

1990 年代に入って，インターネットが急速
に普及し，高度情報化社会が出現した．地球規
模で情報が結ばれるＩＴ革命は，人間社会の価
値観や生命観，また人の心の有り様にも大きな
変化をもたらしてきている．

（５）科学技術にかかわる要因

森林や農地といった自然・半自然の土地を人
工的に改変することは，その場所の生態系を全
く異なるものに変化させ，生物多様性や生態系
を大きく劣化させる．特に地表面が人工物で被
覆される市街地等への改変は，生態系を極端に
貧弱な都市生態系へと変化させ，生態系サービ
スの著しい劣化につながる．

農地や森林の面積はここ数十年間で大きく減
少し，里山里海の消失や分断化が進んだ．この
傾向は特に都市域で著しい．また，生態系が分
断され断片化することによって，林内環境を好

２）直接要因

（１）自然破壊にかかわる要因

直接要因とは，生態系および生物多様性に直
接的に影響を及ぼし，これらの変化を通して生
態系サービスを変化させ，その結果として人間
の福利にも影響する要因をさす．MA では，生
息地の改変，過度の資源利用，汚染，外来侵入
種，気候変動という５つのカテゴリーで直接要
因を整理している．しかし，里山里海では，人
間社会が意図的に生態系サービスを利用しなく
なり，その結果，生物多様性および生態系が変
化している．ここでは，こうした里山里海に特
徴的な管理低下というプロセスも含め，直接要
因を５つのカテゴリーに分けて整理した．



４－１　里山里海を変化させる要因：外部依存と人工技術依存

225

む種などにとっての生息・生育環境が悪化する
など，残った生態系にも質的な低下が生じてい
る．これらの複合的影響は，地域の生物多様性
を衰退させ（北澤 ,2003），生態系サービスを
減少させる大きな要因となっている．

戦後復興期には，台風による洪水などの自然
災害の多発を受け，各地で河川改修が進められ
た．都市化が進み流域人口が増大すると，流域
の保水機能が低下して，都市域で洪水が頻発す
る状況が生まれた．こうした災害を防ぐために
河道整備を主体とした治水工事が進められた．
これらのような河川整備は，治水能力を向上さ
せて人間の福利を高めてきた反面，水辺の生態
系を破壊してきた．また，河川・湖沼に作られ
るダムや堰は，水の流れや土砂の堆積を変化さ
せ，水系の分断は生態系に大きな影響を及ぼす．
このような状況をふまえ 1990 年以降，環境に
配慮した多自然型川作り等も進められるように
なった（千葉県県土整備部河川計画課 ,2007）．

東 京 湾 で は， 急 速 な 経 済 発 展 に 伴 っ て，
1960 ～ 80 年代に埋め立てが著しく進むとと
もに，航路の確保や砂利採取のために海域では
浚渫が行われた（三番瀬再生計画検討会議事務
局 ,2004）．浚渫によって周辺の海底よりも深
く抉られた窪地には，有機物の分解に伴って硫
化水素を含む貧酸素水塊が溜まり，これが風や
潮の影響で海面に上がり青潮となって魚介類に
被害を及ぼしている．こうした海岸域の変化に
よって，陸域から海域にかけての生物の生育・
生息空間の連続性が断ち切られ，塩性湿地や干
潟，アマモ場といった海岸域特有の生態系を破
壊し，生物多様性を劣化させてきた．これら海
岸域の干潟や藻場は，豊かな漁業資源の供給源
となっており，その破壊・消失はアサリの漁獲
量などの海産資源による供給サービスを大きく
低下させた．また，干潟の底生生物による水質
浄化能力は非常に大きいものであるが，埋め立
て等による干潟の減少はこのような調整サービ
スを低下させる要因となった．さらに，埋立地
は工場立地として利用されている場所も多く，
一般の人が海と触れ合う機会が制限されるよう
になった．

戦後，農業の労働生産性と土地生産性の向上
を目指した，圃場整備やかんがい排水などの整
備が進められた．こうした整備は湿田を乾田す
ることによって，それまで生息・生育していた
水田の動植物に大きな影響を及ぼした．また，
乾田化や水路のコンクリート化は，魚類や両生
類など水辺環境に依存する動植物の生息・生育
場所を狭める要因となった．

（２）人為管理にかかわる要因

戦後，農地管理の方法は大きく変化した．農
法の改善や化学肥料の普及により，1960 年代
まで農産物の生産は向上した．しかし，農業人
口の減少や単作化が進むにつれて，農産物の供
給サービスは低下した．さらに，労働生産性を
高めるための機械が進むことによって，投入エ
ネルギー量に対する収穫エネルギー比は大きく
低下し，農業のエネルギー効率は大きく低下し
た（宇田川 ,1976）．その後，農業人口の減少
や高齢化が進み，都市化進行地域および過疎高
齢化地域の里山において耕作放棄が顕著とな
り，農地における人為管理の低下が農地の生物
多様性や生態系サービスを劣化させる原因と
なっている．

かつて，炭や薪，堆肥利用のために，コナラ
などの落葉広葉樹林やマツ林，潅木林などが維
持され，定期的な伐採，下刈り，落ち葉かきな
どの管理が行われていた．しかし，化石燃料の
普及に伴って，管理されなくなるとともに，他
の土地利用への転換が進んだ．管理が放棄され
た林地では遷移が進行し，常緑のシイ・カシ類
といった極相構成種やタケ・ササ類が侵入・繁
茂することで，林床植物の多様性が低下した（中
静・飯田 ,1996）．このような変化は，屋根葺
き用の茅や肥料，牧草の採集を目的に維持され
てきた茅場などでも見られる．スギやヒノキの
木材生産は，戦後復興期から高度経済成長前期
にかけて盛んであり，資源量が減少した．拡大
造林によって，県の森林のおよそ 4 割をスギ・
ヒノキの人工林が占めるようになったが，その
後の国産材需要の低迷によって，管理が遅れた
り，放棄された森林も多い．そのような森林で
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は，木材としての価値が低下するだけでなく，
水源かん養等の調整サービスも低下していると
思われる．

漁業技術や輸送技術の発展は，漁獲量を増大
させる要因となった．漁獲量の増大は，過剰な
漁業資源採取につながり，漁獲量を減少させる
ことがある．例えば，千葉県夷隅郡の器械根で
は，アワビ資源の変遷が詳細に調べられ，50t
前後の安定収穫期が続いた後に 1960 年代後半
から 70 年代後半にかけて 100t を大きく超え
る漁獲量を揚げた．しかしその結果，資源量が
減少して漁獲量も大きく減少し，禁漁処置にま
で至った（田中・橋本 ,2006）．ラン科植物な
ど観賞価値の高い植物は，選択的に盗掘圧にさ
らされており，生育地の減少などとあいまって
絶滅危惧種に指定されているものが多い．

大気汚染物質は，硫黄酸化物や光化学スモッ
グによる農作物や健康への被害など，人間生活
に様々な影響を及ぼす．硫黄酸化物や粒子状物
質など工場や自動車などから排出されるの大気
汚染物質の濃度は，1970 年代前半をピークに
減少した．一方，窒素酸化物や光化学スモッグ
など漸増しているものもある．神奈川県丹沢山
系では，モミやブナ林の衰退に硫黄酸化物や窒
素酸化物を含む酸性霧の発生や，高濃度のオゾ
ンが関係するとしている（中根ほか，2000）．

戦後の急激な工業化は，重金属などの有害物
質の河川や内湾への排出量を増大させた．東
京湾に堆積する底泥を調べた結果，鉛やヒ素，
カドミウム，水銀といった重金属や PCB など
は 1970 年前後にピークを持つ（松本 , 1983； 
Yamashita et al., 2000）．これらの汚染物質は，
黒い水事件のような大規模な漁業被害や公害を
引き起こす要因となった．1959 年に水質保全
法と工場排水規制法，1970 年に水質汚濁防止
法が制定されて法的整備が進み，有害物質の製
造や使用が禁止されるなど対策が進んだ結果，
有害物質の多くはその濃度を低下させている．

しかし，1969 年に散布が完全に禁止された
農薬の有機水銀が，未だ土壌中に残留し，降雨

時などに東京湾への流出があり（Sakata et al., 
2006），東京湾の海底堆積物を調べると 1972
年に使用禁止になった PCB 群は，確かに年代
測定では 1970 年あたりをピークに減少してい
るが，最高値の 30％レベルで今も検出され，
これは河川 - 河口 - 内湾系で再移動している（真
田ほか，1999）．また，湾奥工業地帯の港湾に
はダイオキシンがスポット的に大量堆積してい
る事例があり（吉澤ほか，2006），これらの複
合的な生態系サービスへの影響についても評価
の必要性が出てきている．

東京湾への栄養塩の流入負荷量は，一時期増
加したものの，1970 年以降，下水道が徐々に
普及するに伴って減少してきた．しかし，依然
として多量であることに加え，干潟・浅海域面
積が減少したことによって，栄養塩を消費・利
用する付着珪藻や植物プランクトンを摂餌する
アサリなどの底生生物が減少し，水質浄化機能
も低下している．干潟や浅海域の再生が進まな
い限り，機能の向上は望めない．

青潮は，溶存酸素不足と硫化物の毒性により，
浅海域や干潟の生物を死滅させ，漁業にも悪影
響を及ぼす．東京湾における青潮は，1980 年
代前半に年 10 回前後発生していたが，2000
年代には年平均 4 回程度と減少傾向にある（環
境省総合環境政策局 , 2005）．青潮は，富栄養
化により増加したプランクトンの死骸などの有
機物が分解され，周囲の酸素が消費され，貧酸
素水塊が発生し，さらに硫酸還元菌が海水中の
硫酸イオン（SO4

2-）を利用して硫化水素（H2S）
をも発生させる状態である．東京湾では，航路
確保や埋め立て用に海底の浚渫が行われ，海底
に窪地が存在しており，これらの窪地が貧酸素
水塊を発生させやすい要因となっている．

ケイ素（シリカ）欠損は，家庭雑排水などに
よって窒素・リンが水中で濃度を高める一方，
天然鉱物に由来するケイ素の量は変化しない
ため，河川下流域に流下する水に含まれる窒
素・リンに対するケイ素の相対的な比率が低下
することである．その結果，ケイ素を必要とす
る珪藻が減少する一方，ケイ素を必要としな
い鞭毛藻が卓越する (Tilman, 1977)．珪藻は魚

（３）環境汚染にかかわる要因
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介類にとって重要な餌プランクトンであるが，
鞭毛藻の増加は有害赤潮を発生にもつながる．
東京湾でもケイ素濃度が低下しており（野村，
1995），その原因として，河川におけるダム等
の構造物があげられる．構造物によって滞留水
域が作られ，そこに窒素とリンが十分量存在す
ると，淡水珪藻が発生してケイ素が消費され，
下流へのケイ素供給量が減少する（Humborg 
et al., 1997； 井上・赤木，2006）．

また，国内における農薬生産量は，1950 年
代後半から著しく増加した後，90 年代以降減
少に転じている（農林水産省消費・安全局農産
安全管理課・植物防疫課 , 2006）．農薬は，単
位面積当たりの収穫量の増加や除草作業の短縮
に大きな効果をもたらしたが，農地に生息・生
育する動植物を減少させ，またかつての農薬起
源の化学物質については蓄積された農地等から
の流出による汚染の広がりも懸念されている．

在来種に近縁の外来種が侵入すると，互いが
交雑する可能性がある．交雑個体が不稔でない
場合，在来種個体群の遺伝子に外来種個体の遺
伝子が組み込まれ，遺伝的汚染が生じる．千葉
県房総半島南部ではニホンザルと同属のアカ
ゲザルが野生化している．すでに両種の交雑
個体を含む群れが確認されており（川本ほか , 
2004），房総半島のニホンザル個体群に固有の
遺伝的特徴が失われることが懸念される．

外来生物の侵入は，時に甚大な病気被害を在
来種にもたらす．外来生物あるいはそれが保有
する病原菌・寄生虫が引き起こす病気は，在来
生物がこれまでに経験したことのないものであ
る．そのため，ほとんどの在来生物は，病原菌
や寄生虫に対する抵抗性を持っていない．関東
や日本各地で生じた事例として，マツノザイセ
ンチュウが挙げられる．この線虫の被害によっ
てマツの生産量が減少した他，マツを優占種と
した森林生態系は優占種を失って大きく変化
し，落葉広葉樹林に遷移し，あるいは市街地や
スギ・ヒノキの植林に置き換えられた．

（４）外来生物にかかわる要因

日本の年平均気温は，長期的には 100 年あ
たり約 1.13℃の割合で上昇している．特に
1990 年代以降になって，平年値よりも高温
となる年が頻出している（気象庁 http://www.
clata.kishou.go.jp/obs-env/portal/chishiki-
ondanka/p08.html 2010 年 3 月 19 日 確 認 ）．
2007 年 IPCC（気候変動に関する政府間パネル）
は，「地球温暖化は疑う余地がない，またこれ
は人為起源の温室効果ガスの増加によってもた
らされた可能性が非常に高い」と発表し，その
影響予測を発表した．CO2 等の温室効果ガス
による地球規模の気温上昇とともに廃熱やヒー
トアイランド現象などによって，今世紀末の日
本では気温 1.3 ～ 4.7℃の上昇が見込まれてい
る．また，真夏日（最高気温 30℃以上）や熱
帯夜（最低気温 25℃以上）の増加，冬日（最
高気温 0℃以下）の減少，降雪の減少，降水量
の－ 2.4 ～＋ 16.4％の変化，豪雨の増加，蒸
発散量の変化，海水温及び海水面の上昇，海水

競争能力の高い外来生物の侵入は，資源獲得
競争を通じて在来種の生残に大きな影響を及ぼ
す．例えば，オオブタクサやシナダレスズメガ
ヤ，ハリエンジュなど，外来植物の増加に伴い，
在来種の種数やバイオマスの減少が報告されて
いる（宮脇・鷲谷 , 1996; 村中・鷲谷 , 2001; 
前河・中越 , 1997）．

肉食の外来生物は，在来生物を捕食すること
で，餌となる在来種個体群に大きな影響を及ぼ
す．オオクチバスやブルーギルは全国的に広く
分布しており，在来の甲殻類や魚類種の減少
要因となっている（細谷 , 2007）．茨城県牛久
沼の事例では，オオクチバスは，テナガエビや
アメリカザリガニといった在来の甲殻類，モツ
ゴやヨシノボリなどの在来魚類を餌としてい
た（新谷・渡邊 , 1990）．千葉県印旛沼では，
1994 年以降，これら外来 2 種の捕獲数が減少
したのに代わり，モツゴなどの在来の小魚やテ
ナガエビの漁獲量が増加した（白鳥 , 2006）．
東京湾盤洲干潟では，二枚貝を捕食するサキグ
ロタマツメタが見つかっており，アサリ漁業な
どへの影響が懸念されている．

（５）気候変動にかかわる要因
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生態系の破壊と生物多様性の劣化をもたらし，
全ての生態系サービスが低下した．自然改変は
海域でも生じており，浅海域の埋め立てによっ
て干潟や藻場が縮小し，貝類の生産量の減少や
水質浄化機能の低下など，海域の生態系サービ
スが低下した．また，都市では有害物質や栄養
塩類などの環境汚染が増大し生態系サービスが
低下した．都市における人口や工場等の増加に
伴って廃棄物の排出量が増大し，地域の生態系
が持つ浄化能力を超えると，浄化しきれなかっ
た有害物質等による人への健康被害などがもた
らされ，公害問題が深刻化した．

里山里海域では，都市域と比較して自然改変
は進まなかったが，人為管理に関わる農林水産
業の技術発展により生産性は向上した．ただ，
生産性を増大させた農薬や化学肥料等の使用は
環境汚染につながり，農地の生物多様性を減少
させ生態系基盤の劣化が進んだ．

の酸性化等も予測されている．
温暖化が生物分布や生物季節に影響すること

は間違いないと思われるが，現実の個体の分布
や状態が温暖化と因果関係があるかどうかは
証明が困難である．しかし，ヒメコマツの枯
死（藤平，2005）やハチジョウシュスランの
初記載（千葉県レッドデータブック改訂委員会，
2009）などに，温暖化が関係すると推察して
いる報告もある．このような生物相の変化は，
開発等の人為的撹乱とあいまって，生態系に悪
影響を及ぼし，外来生物の侵入や拡大につなが
る可能性もある．さらに，農林水産業や人の生
活・健康等さまざまな影響が予想される（千葉
県，2008； 岩槻・堂本，2008）．

ここでは，これまでに記載した生態系サービ
スと変化の要因の変遷を明確にする．これま
での生態系サービスに関する解析から，1970
年および 1990 年前後にその変換点があった
た め， こ こ で は 1945 ～ 1970 年，1970 ～
1990 年，1990 年～現在，の 3 つの時代区分
を設定した．さらに，都市域と里山里海域の都
市化進行地域及び過疎高齢化地域という空間的
な視点を加えて，生態系サービスと変化の要因
との関係を整理した（図７）．この図では，時
代区分・地域区分を分け，さらに 5 つの直接
要因ごとに，各要因に関連する生態系サービス
の変化の度合いを四段階で示した．なおここで
は，課題を明確にするために主要な項目のみを
扱うこととし，副次的な情報は割愛している．

６．直接要因の時間的変遷

１）1945-1970 年（～高度経済成長前期）

この時代は都市域における変化が著しい．都
市域での自然改変と環境汚染による生態系サー
ビスの劣化が大きく進行した一方，里山里海で
は人為管理によって食料供給サービスが向上し
たことが特徴的である．

都市域では農地や森林の多くが市街地等へ置
き換わり，自然改変が大きく進んだ．都市的土
地利用への変化は，生態系サービスを生み出す

この時代，都市化進行地域の里山里海におい
て自然改変が顕著になるとともに，環境汚染が
進み，また過疎高齢化地域を含めて農林地の管
理放棄がはじまった．里山里海域の都市化進行
地域では，ニュータウン開発に見られるような
大規模な自然改変が進み，生態系サービスが劣
化した．人為管理では農地整備や機械化・大規
模化が進められた．その結果，労働生産性は向
上したものの，乾田化や水路や護岸のコンク
リート化などによって水辺生態系が悪化し，生
物多様性や生態系サービスが劣化した．また，
人口増加や農地での化学肥料の使用増に伴って
富栄養化が進み，飲料水源の水質悪化など環境
汚染による生態系サービスの低下が生じた．人
為管理に関わる要因では，1960 年代に進んだ
エネルギー革命に伴って雑木や薪炭の経済的価
値が下落し，森林資源の利用低下と，雑木林や
薪炭林の管理放棄が始まった．

管理放棄された森林では植生遷移が進み，
それによって生物多様性は劣化した．また，
1980 年代後半から耕作放棄地が増加しはじ
め，人為管理の低下による生態系サービスの劣

２）1970-1990 年（高度経済成長後期）
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れに伴い，農林産物の利用低下，放棄された人
工林等における森林の多面的機能の低下など生
態系サービスの劣化が進んでいる．

都市域では自然改変の程度が弱まり，劣化を
進める要因は減りつつあるが，森林や農地と
いった生態系は依然として減少を続けている．
また，外来生物の定着が顕著であり，気候変動
が原因と思われる生物相の変化も生じている．

都市化進行地域の里山里海では，大規模な自
然改変は少なくなったものの，過疎高齢化地域
と同じように，人為管理の低下による生態系
サービスの劣化が進んでいる．

化が始まった．
都市域では都市的土地利用への自然改変が著

しく，生態系サービスの劣化が進んだ．東京湾
岸の環境汚染については，有害物質の排出量は
減少したものの，富栄養化はあまり改善されて
いない．また，都市域を中心に外来生物の侵入
が高まったのもこの時期であり，陸域海域とも
に生物多様性の劣化が進んだ．

過疎高齢化地域の里山里海では，目立った自
然改変や環境汚染は見られないものの，雑木林
や農地の人為管理の低下により，生物多様性の
劣化や生態系サービスの利用低下が進んだ．

自然改変 環境汚染 人為管理 外来生物 気候変動

都市域

都市化進行地域

過疎高齢化地域

自然改変 環境汚染 人為管理 外来生物 気候変動

都市域

都市化進行地域

過疎高齢化地域

自然改変 環境汚染 人為管理 外来生物 気候変動

都市域

都市化進行地域

過疎高齢化地域

変化の要因（直接要因）
1945-1970

1970-1990
変化の要因（直接要因）

1990-現在
変化の要因（直接要因）

図８ 地域別にみた生物多様性・生態系へのインパクトの変遷

劣化

やや劣化

変化なし

向上

要因が生物多様性・生態系
サービスに及ぼす影響

この時代は，過疎高齢化地域および都市化進
行地域の里山里海において，人為管理の低下に
よる生態系サービスの劣化が顕著になった．ま
た，全ての地域において外来生物や温暖化の影
響も顕在化した．

過疎高齢化地域では，農林水産業の担い手の
高齢化と後継者不足により耕作地や人工林の放
棄が進み，生物多様性の劣化が進んでいる．そ

本稿をまとめるにあたり，日本の里山・里海
評価の関東中部クラスター執筆者各位，および
ちばの里山里海サブグローバル評価のメンバー
各位に適切なご助言・ご意見を頂いた．ここに
深謝する．

３）1990 年 - 現在（低経済成長期）
７．謝辞
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これまでの解析によって，外部依存と人工技
術依存が進み，本県の生態系サービスが利用さ
れなくなってきた実態が明らかになってきた．
里山里海において未利用の生態系サービスが増
大するという状況は，持続可能な社会を目指し
ていく上で大きな障害である．未利用の生態系
サービスの利活用を進め，地域の自立性を高め
ていく上で，本県の里山里海がどの程度の潜在
的な生産力を持っているかを把握することは重
要である．そこで，本節では，本県の里山里海
がどの程度の人間の生活を支えうるのか，里山
里海の潜在的生産力の指標として，食料と木材
について環境収容人口の推定を試みた．

食料については，品目（米，麦，その他穀物，
いも類，でんぷん，豆類，野菜，果実，肉類，
鶏卵，牛乳及び乳製品，魚介類，海藻類，砂糖
類，油脂類，みそ，醤油）ごとに，1951 年か
ら 1955 年にかけての県内生産量の年平均値を
求め，持続的最大年間供給量とした（資料：千
葉県統計年鑑，作物統計，第 28-32 次農林省
統計表）．対象とした 1950 年代前半は，農業
における機械化や化学化がまだそれほど進んで
おらず，エネルギー収支的な見地から持続可能
な農業が営まれていた時代である（図 1；　宇
田川，1976）．そのため，持続的最大年間供給
量の代替値としてこの時代の数値を用いた．

一人当たりの年間消費量には，1960 年の各
品目の国民 1 人・1 年当たり供給純食料を，代
替値として使用した（資料：食料需給表）．戦
後の食の欧米化にともない，食生活は大きく変
わった．1960 年頃は，食の欧米化が進み始め
た頃ではあるが，依然として里山里海から得ら
れた農産物を利用した食生活が続いていた時代
である．里山里海の潜在的な生産性を活かして

　第４章２節

１．はじめに

２．試算の手法

千葉県の環境収容人口の試算

北澤 哲弥 a・中村 俊彦 b

a 千葉県生物多様性センター　b 千葉県生物多様性センター 併任 千葉県立中央博物館

環境収容人口は，食料と木材，それぞれ持続
的な生産によって得られる供給量「持続的最大
年間供給量」を求め，この値を「一人当たり年
平均消費量」で除することで環境収容人口を試
算した．

本県の森林における持続可能な木材供給量
は，北澤・西野（2011）の記載に基づき，
年間約 26.2 万㎥とした．一人当たり年間木
材消費量は，2009 年の国内年間木材消費量

（製材用材，パルプチップ用材，合板用材，
その他用材，シイタケ原木，木炭用材，薪用
材の合計）を 2010 年の国人口で除すること
で，一人当たり年間消費量とした（資料：平
成 21 年木材需給表，平成 22 年国勢調査）．
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図１．日本の水稲栽培における投入エネルギーと産出エネルギー
（宇田川，１９７６）．図１ 日本の水稲栽培における投入エネルギーと産

出エネルギー（宇田川，1976）
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材への依存度を低下させ，地域としての自立性
を高めるためには，本県のまだ利用していない
森林の潜在的生産力を効率的に利用する対応が
必要となる．

３．千葉県の環境収容人口（木材） 17 の品目のうち，1950 年代の生産量が把握
できた 8 品目（米，麦，その他穀物，いも類，
豆類，野菜，果実，魚介類，海藻類）について
持続的最大年間供給量，一人当たり年間消費量，
環境収容人口を求めた（表２）．8 品目を合計
すると，一人当たり年間消費食料の 85.5％に
相当する．環境収容人口の試算結果は，いも類
が 1663.7 万人と最も多く，平成 23 年 2 月 1
日現在の県人口 621.6 万人に対して 267.6％
となった．次いで魚介類・海藻類が 451.6 万

*1) 
持続的最大年間

*2) 
一人当たり年間

*3) 
千葉県環境

供給量 （㎥） 消費量 （㎥/人） (%)  収容人口 (人）

針葉樹および広葉樹 261,000 515,789

*3） 環境収容人口（人）= *1 / *2

*2) 2009年の年間国内木材消費量と2010年国内人口から求めた

0.506

品目

*1) 持続的最大年間供給量は2009年の値を用いた

表２ 千葉県における品目別環境収容人口の試算

表１ 千葉県における環境収容人口の試算（木材）

*1) 
持続的最大年間

*2) 
一人当たり年間

*3) 
千葉県環境

供給量 （ｔ） 消費量 （㎏/人） (%)  収容人口 (人）

米 350,413 126.2 21.8 2,776,648

麦、その他穀類 146,922 48.7 8.4 3,016,879

いも類 562,336 33.8 5.8 16,637,160

豆類 31,039 10.6 1.8 2,928,208

野菜 320,469 114.3 19.8 2,803,753

果実 21,190 29.6 5.1 715,878

魚介類、海藻類 212,709 47.1 8.1 4,516,115

小計 1,645,078 494.3 85.5 3,328,096

*1が不明の品目合計 ― 84.0 14.5 ― 

総計 ― 578.3 100 ― 

*1) 持続的最大年間供給量は1951-1955年にかけての平均値（魚介類・藻類は1953-1956年）を用いた

*2) 一人当たり年間消費量は1960年の年間消費量及び国内人口から求めた

*3） 環境収容人口（人）= *1 / *2

　みそ、醤油

品目

・持続的最大年間供給量が不明の品目は、でんぷん、肉類、鶏卵、牛乳及び乳製品、砂糖類、油脂類、

４．千葉県の環境収容人口（食料）

本県の森林の持続的な適正生産量は 26.1 万
㎥（針：18.1 万㎥，広：8.1 万㎥），一人当た
り木材消費量は 0.506㎥ / 人・年と推算された．
この結果，本県の木材に関する環境収容人口は
51.6 万人と試算される（表１）．現在の人口と
比較すると，環境収容人口は低い値であるもの
の，2009 年の県内材による素材生産量は 7.5
万㎥に留まっており（北澤・西野，2011），適
正生産量の 30％以下しか生産していない．外

いくためには，里山里海の食材を利用した伝統
的な食生活をベースに試算を行う必要があると
思われ，入手可能なデータのうち，こうした食
生活が行われていたと思われる 1960 年のデー
タを用いた．
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人（同 72.7％），米，麦・その他穀類，豆類，
野菜については 300 万人前後（同 50％程度），
果実は 71.6 万人（同 11.5％）となった．

年間消費量 85％の試算においては，千葉県
の環境収容人口は約 337 万人となり，これは
2011 年２月現在の県人口 620 万人の 54％と
なる．

これらの数値は，農業の機械化が進む前であ
り，農薬が普及し始めた頃のものである．現在
でいえば，中山間地域の棚田など大型機械の
使えない農地で，有機農業による生産を行う
ような状況である．漁業では，漁網の化繊化
が 1950 年代後半から進み，鋼鉄船や FRP 船
等の登場によって船舶の大型化や機械化が進
んだのは 1960 年代からである（平本・柿野，
2004）．このような生産条件でも，里山里海か
ら得られる農産物を活かす食生活であれば，大
半の品目で人口の 50％以上をまかなうことが
可能であることがわかる．

この 50％という数値は重量ベースの計算で
あるため，単純な数値比較はできないが，平成
19 年度の本県の自給率（カロリーベース）は
29％であり，全国平均 40％よりもかなり低い

（中村ほか，2010）．しかし，この数値も，エ
ネルギーの外部依存状態下での農業生産の結果
であり，現在の状態での環境収容人口は 29％
よりはるかに下回るのは明らかである．農業生
産では，1950 年代に 150％以上だった耕地利
用率が 2005 年には 94.5％まで低下し，さら
に県内農地に占める耕作放棄地の面積が 13％
にのぼっている（北澤，2011）．生物多様性を
保全し，生態系サービスを活用した持続性の高

本稿をまとめるにあたり，千葉県農林水産部
森林課の西野文智副主幹，および千葉県農林水
産部水産局水産課の宮嶋義行主査にはデータを
提供していただいた．小島由美氏にはデータ入
力などを手伝っていただいた．厚く感謝の意を
表したい．
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い農業を展開することで，こうした未利用農地
を再利用していくことが，持続可能な社会に向
けた課題となる．
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　第５章

１．はじめに

持続可能な社会に向けた将来シナリオ

中村 俊彦 a・北澤 哲弥 b・小倉 久子 c・吉田 正彦 d

a 千葉県生物多様性センター 併任 千葉県立中央博物館　b 千葉県生物多様性センター

c 千葉県環境研究センター　d 千葉県県土整備部河川環境課

もたらしている．現在，すでに世界で約 9 億
人もが飢餓や栄養不足に苦しんでいると報じら
れている（FAO，HP）. このまま生物多様性の
劣化が進めば生態系が臨界を超えてカタストロ
フィーを生じ取り返しのつかない事態に陥る
危険性が指摘されている（図１：Secretariat of 
Convention on Biological Diversity,2010）．

一方，日本の人口は約 1 億 3 千万人，しかし，
少子化等の影響でこれから減少傾向に向かい，
2035 年の日本の人口は現在より 1650 万人減
少すると推定される．千葉県でも約 70 万減少
し 550 万人が見込まれている ( 国立社会保障・

世界の人口は 69 億人を突破したと見積もら
れている．1800 年には 10 億人と推定される
世界の人口は，1900 年には 2 倍の約 20 億人，
そして 2000 年には 60 億人を超えている．さ
らにそして 2050 年には 90 億人を超えると
推測される（UN World Population Prospects: 
The 2008 Revision，HP）． 

このような世界人口の急激な増加とともに地
球に広がる自然破壊や環境汚染は，地球温暖化
を誘発し，生物多様性と生態系に大きな危機を

図 1 国連生物多様性条約事務局から発表された生態系の臨界点（tipping point）の
解説図（Secretariat of Convention on Biological Diversity,2010 を改変）
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人口問題研究所，HP)．
今後は徐々に人口減少に向かうとは言え，現

在のエネルギーの約 8 割，食料の約 6 割は外
部依存の状態である．この膨大な量の食料その
他の資源を海外に依存する一方で，足元の農地
が放棄され，林地が荒れていくという日本の現
在の姿は，大きな食糧問題を抱える世界からは
異常とみられる．

今回は，これまでの千葉県の里山里海そして
都市との現状および両者の課題の調査分析をふ
まえ，今後の人間社会の将来を俯瞰するととも
に，里山里海の豊かな生物多様性と健全な生態
系のサービスを取り戻し，持続可能な人々の暮
らしのためのシナリオ，さらにその将来に向け
た具体的対応についてまとめた．

千葉県での人々の暮らしの始まりは，最終
氷期の旧石器時代，約４万年前に遡る（田村，
2008）．数千年前の温暖な縄文時代には，現在
の谷津の低地部は干潟となり，狩猟採集を中心
に海辺の台地上には集落が形成され多くの貝塚
もつくられた．これまでに県内で確認された約
700 ヶ所の貝塚は全国の約 30％にも及ぶ（清
藤，2008）．この貝塚群は，世界最大規模と言
われ，当時の人口の大きさとともに，その自然
の恵みと生態系サービスの大きさを物語る．　

やがて弥生時代には稲作が伝わり，海退に
よって湿地となった谷津低地には米づくりが広
がった．このような陸域および海岸・海域では，
人々暮らしが自然と調和・共存し，その風土・
歴史に根ざす里山里海が形成された．大小様々
な河川の流域では人々の交流・交易もおこなわ
れ，土地に根ざした豊かな文化が育まれた．

里山里海は，資源供給から環境調整また精神
文化に及ぶ多様で大きな生態系サービスを有し
ていた．しかし，近現代の自然環境の人工化お
よびグローバル化，そして人々の価値観や生活
スタイルの変化は，その状態を大きく変化させ
た．とりわけ戦後の高度経済成長期は，里山里

２．人間社会のあゆみと現在社会の
　　位置づけ

自然が人工物に置き代わり，人口が密集する
都市空間においては，資源・エネルギーへの外
部依存が急増し，人間活動による廃物は都市の
自然環境を破壊・汚染し，自らの環境を悪化さ
せていった．

このような都市問題は，近代化が先行した
ヨーロッパでは，産業革命以降の社会にとって
大きな課題となっていた．特に深刻だった英
国のロンドンでは，都市の発展とともに生活
環境の確保をめざした都市計画の提案として，
1902 年，E. ハ ワ ー ド（Ebenezer Howard）
に よ る「 田 園 都 市 構 想（Garden Cities of 
Tomorrow）」がまとめられた（ニコールソン
ロード，1987）．これは，都市の中心から周辺
の衛星都市および田園地域とを適切にゾーニン

３．自然との調和を図る都市構想

海の多様な価値を評価できず，即物的価値観に
よって開発造成され，一方では放置されてきた．
その結果，里山里海の価値は消耗・劣化，ある
いは破壊され，もはや，かつての生態系サービ
スを備えた里山里海はほとんど見ることはでき
なくなってしまている．

人間社会の将来，また里山里海の将来を描く
にあたっては，里山里海を含む人間社会が過去
から現在まで歩んできた道程を概観する必要が
ある．人間社会の変遷を概括するための視点と
して「ローカル － グローバル」の空間的広が
りの軸，また質的環境の視点として「自然 － 
人工」の軸の二つの軸を設定した．

人間社会は，地域の自然環境に依存する村的
社会から，科学技術を発達させ，都市化，文明
化したグローバル社会へ変化してきた（図２）．
この過程において，人間社会は人・モノ・金融・
情報の量や流れを拡大させるとともに，自然的
環境を開発し人工的な環境へ移行していった．
このような人間社会のあゆみを上記の二軸で位
置づけると，人類誕生の原初的な狩猟採集の社
会から里山里海の社会を経て現在の開発・都市
化の都市・大都市に至る道筋を概括することが
できる．
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図２ 「グローバル―ローカル」「自然―人工」の 2 軸における人間社会のあゆみ
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図３ 人間社会と将来への方向性とそのシナリオ
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グ配置し，交通網と自然豊かな田園地帯とでつ
なぐ計画で，互いの環境条件の補完・融合をは
かるものであった．

日本でも，都市の発展・拡大に伴う公害の発
生など，特に経済発展の著しい 1970 年以降，
生活環境の悪化は大きな社会問題化していっ
た．これに対応し，1972 年からはじめられた
東京湾を中心とした湾岸都市研究の成果を踏

まえ，沼田（1987）は，Odum（1971）らの
生態系生態学の研究成果を盛り込みつつ，資
源・エネルギー問題から野生動植物の衰退・変
貌や子どもにとっての環境の劣化等，きわめて
広範な都市環境の課題について生態学的視点で
分析・整理した．一方，槌田（1986）は，エ
ネルギーの供給と消費のバランスを循環とエン
トロピーとのかかわりの観点で論じつつ，都市
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としてのかつての江戸とその周辺の農山漁村と
の循環システムを評価し，水循環と物質循環
とが一体となった健全な生態系を取り戻す新
たな社会の在りようについて提案した（槌田，
2009）．

明治以来，欧米型の都市計画を進めてきた日
本では，多くの都市公園がつくられた．そのな
かで進士（1987）は，地域の自然環境と歴史
環境とを兼ね備えた都市計画として，住民アメ
ニティーの面および緑化や緑地保全にかかわる
日本の文化的蓄積と農的自然の快適性に着目し
た「緑のまちづくり」を提案した．また，ドイ
ツのバイエルン州における地域環境保全を担う
ビオトープとそのネットワークを日本に紹介し
た勝野（1984）は，都市の自然保護及び景観
保全と農村環境とのかかわりの重要性を指摘し
た（勝野，1989）．

持続可能な社会を目指すためには健全な生態
系を保全・復元する取り組みが必要不可欠であ
り，そのような観点からも里山や里海の自然環
境およびそこでの人と自然のかかわり方の適切
な状況がしだいに理解されてきた．都市および
農山漁村との生態学的な相互関係，そして人々
の生活様式（ライフスタイル）を見直して行く
方策として，自然再生や循環型社会の構築に向
けた，「環境都市」や日本における「田園都市」
の構想をはじめ，「エコロジカルネットワーク」，

「ビオシティー」また「エコタウン」「エコビレッ
ジ」，さらには「バイオマスタウン」等，多く
の都市計画や地域づくりのプランが提案されて
きている．そのなかで，中村（2003，2004）
は，都市と里山，里海を隣接させ，それらが一
体化した新たな環境および資源循環の関係を創
出し，できる限り外部依存を減少させる都市計
画として「湾岸都市の里やま・里うみサンドイッ
チプラン」を提案している．

環境問題が人類全体の課題として認識され，
地球の生物多様性とともに私たちの生存にも
大きな脅威が迫っているとの認識に立った国
連は，2001 年，世界初の総合的な地球規模
の生態系の状態診断，ミレニアム生態系評価

（Millennium Ecosystem Assessment: MA） を

開始した．世界各地での４年間にわたる調査解
析の結果，「人間活動の環境負荷や天然資源の
枯渇によって，地球上の生態系は著しく劣化
し，将来の世代を支える能力は大きく損なわれ
ている．しかし，政策や慣行の大幅な改革がな
され，今後，適切な行動をとれば多くの生態系
サービスの劣化は回復可能」と結論づけた．そ
して人間社会の将来シナリオとして，「グロー
バル化 とローカル化」の観点，また生態系管
理の「予防的措置 と 事後対応」の視点を踏
まえた 4 つのシナリオ，すなわち「世界協調
(Global Orchestration)」「力による秩序 (Order 
from Strength)」「順応的モザイク（Adapting 
Mosaic）」「テクノガーデン（Techno-Garden）」
のが提示された．さらに，この４シナリオと生
態系サービスの将来予測では，先進国および
開発途上国の両方において「順応的モザイク」
のシナリオが最も生態系サービスが高まると
さ れ た（Millennium Ecosystem Assessment，
2005）．

2010 年の愛知県名古屋市での生物多様性
条約締約国会議（COP10）に際し，国連生物
多 様 性 条 約 事 務 局 か ら「Global Biodiversity 
Outlook 3（地球規模生物多様性概況第３版）」
が報告された．その結果，生物多様性喪失の
速度を顕著に減少させるという生物多様性条
約 2010 年目標は達成されなかったばかりか，
生物多様性の損失はさらに速度を増しつつあ
り，生態系が急激な衰退のカタストロフィー
を起こす臨界点（tipping point）はいつ来ても
不思議ではない状況にあることが報告された

（図１：Secretariat of Convention on Biological 
Diversity,2010）．

このような状況をふまえ，COP10 では，新
戦略計画「愛知ターゲット」が定められた．こ
れは将来の中長期的な展望（vision）と 10 年
後の 2020 年を目指した使命（mission）を達
成させる目標（targets）から成り，展望は「自
然との共生（living in harmony with nature）」
の将来のために「2050 年までに，生物多様性
が評価され，保全され，回復され，そして賢明
に利用され，それによって生態系サービスが保
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持され，健全な地球が維持され，全ての人々に
不可欠な恩恵が与えられる」．また使命として

「2020 年までに生物多様性の損失を止めるた
めの効率的かつ緊急な行動を実施する」ための
目標 20 項目が合意された（環境省 HP）．

図４ 社会全体レベルでの４つのシナリオのイメージ図

開発・
都市化
の時代

里山里海
再興社会

メガシティー
社会

コンパクト
循環社会

ビオトープ
復元社会

イラスト・青木健太郎

４．人間社会の将来シナリオ

場合に到達する社会．グローバル化および人工
化を進めることによって各地に巨大化した都市
を中心とする「メガシティー社会」が成立す
る．そこでは高いエネルギーコストをまかなう
ため，科学技術を駆使した生産活動が行われ大
量の資源を他の地域から取り込む対策がとられ
る．したがってこの巨大都市社会では，大量の
資源が消費され，その過程で資源供給を担う各
地の環境を破壊するとともに，都市からの廃棄
物が環境への汚染源となって世界の生態系に大
きな負荷を強いる可能性が高まる．

②ビオトープ復元社会（グローバル・自然）
これまでの都市化に対し，より自然的な社会

に移行することによって，自然・半自然の生態
系を再生し，それに基づく生産活動を軸とした

「ビオトープ復元社会」が成立する．この社会
では，自然の保全・再生を徹底させるとともに，

「ローカル化 － グローバル化」と「自然 － 
人工」の２軸で表現された人間社会のあゆみに
対し，その歴史をふまえた将来のシナリオとし
て以下の４つが示された（図３，図４；中村
ら，2010；日本の里山・里海評価 - 関東中部
クラスター，2010；千葉県生物多様性センター，
2010）．

①メガシティー社会（グローバル・人工）
これまでの都市化の進行をそのまま継続した



５　持続可能な社会に向けた将来シナリオ

241

その生態系機能を高め，自然のリズムを尊重し
た生態系管理をおこなう．しかしグローバル化
の状態を前提としており，生態系管理の手法は
地域に根ざしたものではなく画一的な状況が想
定される．そのために必ずしも地域本来の生態
系機能が発揮される条件にはなりにくく，外来
生物の増大が予想される．

③コンパクト循環社会（ローカル・人工）
これまでの都市化に対し，ローカル化を進め

るとともに科学技術を駆使することにより，地
域の資源を最大限に活用した「コンパクト循環
社会」が成立する．この社会は，他地域からの
資源の大量移入に頼らずに，可能な限り資源・
エネルギーの自立を目指していく．したがって
資源利用の節約や再利用が徹底されるとともに
近代的な科学技術を駆使し，地域の伝統技術や
特産品などを尊重した生活や生産活動が展開さ
れる．ただし，科学技術を駆使するも，限られ
た範囲の人工的環境下での生態系ではそこから
もたらされる資源および生活環境には限界があ
る．

④里山里海再興社会（ローカル・自然）
これまでの都市化に対し，自然環境の保全・

再生とローカル化を進めることによって，より
地域の自然環境との歴史・文化に根ざした「里
山里海再興社会」が成立する．そこでは資源・
エネルギーの自立を高め，地域の自然環境や歴
史性に根ざした自然・半自然の生態系を復元し，
その本来の機能を回復させていく．したがって，
この社会では地域の特性および容量に見合っ
た，環境に負荷をかけない生活・生業が営まれ
る．このような里山里海再興社会へのシナリオ
は，これまでの人間社会発展のシナリオとは正
反対であり，人々の価値観およびそのライフス
タイルに対しては大きなパラダイムシフトが求
められる．

なお「ビオトープ復元社会」と「コンパクト
循環社会」については，そのシナリオに違いが
あるものの，長い将来においては持続可能な「里

山里海再興社会」への移行的段階としても位置
づけられる．また，当面は，これら 4 つのシ
ナリオの領域については空間的，時間的なモザ
イクおよびゾーニング構造をとりつつ，全体と
して持続可能な社会の構築に向けた対策が進む
と想定される．

５．里山里海の将来シナリオ

これまでの大量生産・大量消費の人間社会の
問題を踏まえ，社会は今，生物多様性の保全・
再生と低炭素・循環型の生態系による持続可能
な社会へと変革しつつある．こうした変革の流
れは「里山里海再興社会」を目指すシナリオと
重なる．さらに，里山里海に特徴的なモザイク
構造をふまえると，このシナリオは，2005 年
の「ミレニアム生態系評価（MA）」において，
最も生態系サービスが高まると評価された「順
応的モザイク」のシナリオとも整合する．

千葉県も参画した日本の里山・里海評価
（2010）では，現在の社会的選択や公共政策を
議論するための土台となる里山・里海の将来像
について，以下の４つのシナリオを提示した．
このシナリオには想定される将来の展開を特
定する２ 軸を適用している．一つ（縦軸）は，
ガバナンスや経済開発について，「ローカル化」
と「グローバル化」というアプローチでの検討
であり，もう一つ（横軸）は，生態系サービス
の管理について，「自然志向・適応重視」と「技
術志向・自然改変重視」という観点から考察し
ている（図５）． 

●グローバル・テクノトピア
　（グローバル化と技術志向・自然改変重視）

貿易と経済の自由化の進展と同時に，国際的
な人口・労働力の移動が活発化する．中央集権
的政府により技術立国が標榜され，国際協調を
促進する政策が展開される．しかし，教育，社
会保障，環境への社会・政治的な関心は低下す
る．食料生産，公共事業，生態系管理において，
生態系サービスを効率的に利用するための技術
開発が志向される． 
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●地球環境市民社会
　（グローバル化と自然志向・適応重視）

人口や労働力の国際的な移動がさかんにな
り，貿易の自由化とグリーン経済の発展に焦点
があてられる．中央集権的な統治体制のもと，
教育，社会保障，環境に対する投資や政治的関
心が高まる．農林水産業，公共事業，生態系管
理の分野では，食料生産や里山・里海の管理に
おいて，低投入型の環境保全型農業，自然再生
技術，多様な関係者の参加による順応的管理な
ど，環境に配慮した技術の利用が志向される． 

●地域自立型技術社会
　（ローカル化と技術志向・自然改変重視）

全国的な人口減少が進む中，地方から都市へ
の人口移動が進む．貿易と経済では，食料や物
資の自給率を高めるため，特にそうした観点か
ら重視すべき産業について，保護貿易が適用さ
れる．伝統的知識よりも，科学技術に高い信頼
がおかれる社会となる．地方への権限委譲が進
むが，地域コミュニティの人間関係は希薄化す
る．農林水産業や公共事業，生態系管理におい

図５ 日本の里山・里海評価における国レベルのシナリオとそのイメージ
（日本の里山・里海評価，2010）

国レベルのシナリオ

里山・里海ルネッサンス

地球環境市民社会 グローバル・テクノトピア

地域自立型技術社会

自
然
共
生
志
向

自
然
改
変
志
向

グローバル化

ローカル化 図・国連大学高等研究所提供

ては，食料や水などの生態系サービスの効率的
利用を促進する技術開発が志向される． 

●里山・里海ルネッサンス
　（ローカル化と自然志向・適応重視）

これまでの大都市化への人口集中が見直さ
れ，地方への人口回帰が進むと同時に，地方へ
の権限委譲と全国的な人口減少が進展する．貿
易や経済では保護主義の志向が強く，特に食料
や物資の自給率を高めるうえで重要な産業につ
いてその傾向が強い一方，グリーン経済の考え
方も受け入れられる．また，農林水産業や公共
事業，生態系管理においては，低投入型の環境
保全型経営，自然再生技術，多様な関係者の参
加による順応的管理といった，環境配慮型の食
料生産や生態系管理のための技術開発が志向さ
れる． 

以上の国レベルの将来シナリオは，すでに，
千葉県および関東中部クラスターの里山里海
評価において提示された「里山里海再興社会」
への４つの方向性とも整合する（中村ほか，
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2005 年の世界のミレニアム生態系評価，そ
して今回の日本の里山・里海評価千葉県のレベ
ルから関東中部クラスター，そして全国レベル
での生態系評価の結果をふまえ，社会全体のレ
ベルにおいては将来いかなるシナリオを選択し
ようとも，里山里海の再興は，持続可能性な社
会形成にとっては必要不可欠な条件と言える．
したがって，ここではあらためて，前述の「社
会全体レベル」の４つのシナリオに対し，里山
里海の基本単位（景相単位）すなわちかつての
村や町（まち）等「地域レベル」（図６）での
将来シナリオとして以下の４つを示した（図７，
図８）．

Ⅰ．テクノタウン里山里海
　（交流貿易・近代技術）

近代技術の取り込みとともにグローバルな交
流貿易を進める．海外からの資本および資源，
さらに海外の労働力による生産重視型の農林水
産業が展開される．里山里海の生産物は主に海
外で消費される．

○供給：里山里海に世界中の資源・人材が流入
し，そこでの生産物は主に海外への輸出にま
わされる．生産現場では，高い科学技術力に
よって，生産量もしくは生産効率を極大化さ
せた人工的な生態系が創出される．例えば，
LED 照明や人工培養液等を用いて生態系サー
ビスを人工的に肩代わりし，生産効率および
経済効率の高い農産物のみを生産する植物工
場が象徴的である．そこでは人工環境下で収
穫量が多く，また成長速度の速い作物が選ば
れ，遺伝子組み換え作物も多用される．

○調整：生産量重視のために改変された人工的
な生態系は，在来生態系とはまったく異なる
ものであり，本来の調整サービスは失われる．
水質浄化や土壌保全などの失われたサービス
は，浄水場の整備や砂防ダムの設置など，人
工的施設により代替される．

○文化：グローバル化の進行，生産性重視の
科学技術の発達に伴い，地域の里山里海の固
有性が失われ，文化サービスは低下する．海
外企業の出資による大型ショッピングモール
や娯楽施設が建設され，多様なモノや情報に
よって利便性は増大する．しかし，地域で
培われてきた食文化や伝統行事などは消失す
る．

なお，このシナリオのスケールの拡大は，国
レベル「グローバル・テクノピア」，社会全体
レベル「メガシティー社会」，国連 MA2005「テ
クノガーデン」の各シナリオの方向性ともかさ
なる．

Ⅱ．ガーデニングむら里山里海
　（交流貿易・自然文化）

地域の自然文化を活かしつつグローバルに交
流貿易を活発化させる．海外資本，海外の労働
力による環境保全型の農林水産業を軸に，里山
里海の生産物は地域のみならず海外でも消費さ
れる．

2010；日本の里山・里海評価 - 関東中部クラ
スター，2010）．

６．里山里海再興のための地域レベル
　　のシナリオ

図６ 現代社会における里山里海の基本単位と都市
との関係の構造モデル
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○供給：里山里海に世界中の資源・人材が流入
し，そこでの生産物は国内はもとより広く海
外へも輸出される．生態系の持続性を重視し
た環境適合型の技術開発が進められ，農林水
産物の収穫量は生態系の生産能力の範囲内に
抑えられる．生産の持続性を確保するために，

世界中の生態系が選択され，選ばれた少数の
生態系が日本の里山里海で創り出される．例
えば，調整サービスを高めるために，成長が
早く CO2 固定能力の優れたユーカリを導入す
る，などの事例がこれに当たる．

○調整：生産性が生態系の能力内に抑えられ，
調整サービスに配慮した環境保全型の農林水
産業が展開されるため，調整サービスの劣化
は抑えられる．ただし，外来生物の導入も促
進されるため，複雑な生物間の相互作用を通
して予期せぬ影響を生態系に及ぼし，調整
サービスを低下させる可能性がある．

○文化：環境に配慮した生産形態を，グローバ
ル化の下でおこなうため，地域の里山里海の
固有性は失われ，地域に根ざした文化サービ
スは低下する．世界中から集められた動植物
園的な土地利用がなされるなど，世界各地の
自然や文化がもたらされ，文化的な多様性は

図８ 里山里海地域レベルの４つのシナリオの内容

・地域資本・労働力による生産重視型産業
・ソーラー・風力エネルギー，ミニ水力発電
・ガラス温室等人工施設での郷土作物の栽培
・樹木畑での在来樹木による林業
・在来魚介類の屋内人工養殖

・海外資本・労働力による環境保全型産業
・バイオエタノール，大型自然エネルギー
・土地利用型農業でのグローバル作物栽培
・山林を活用したユーカリ植林
・外来魚介類の放流・活用

・地域資本・労働力による環境保全型産業
・雑木の薪炭利用，水車・風車の力
・土地利用型農業での郷土作物栽培
・山林を活用した長伐期林業
・伝統漁法、資源管理型漁業

対応：環境国際認証，有機無農薬，冬期湛水

対応： 地方分権,有機無農薬,冬期湛水,環境直接支払 対応：地方分権,集約化・大規模化,郷土作物品種改良

対応： 集約化・大規模化，遺伝子組換作物の奨励

家 屋 ログハウス，木材チップストーブ

娯 楽 グリーン・エコツーリズム，ガーデニング

お祭り 世界フラワーフェスティバル

制 度 国際交流の促進，海外文化の導入

生き物 世界から集められた動物・植物園

家 屋 高層ビル住宅，全自動セントラル冷暖房
娯 楽 立体映像シアター，屋内スポーツ場
お祭り テーマパークのパレードイベント
制 度 海外の企業誘致・労働者のリクルート
生き物 遺伝子組み換え新生物

家 屋 木造茅葺家屋，いろり・こたつ
娯 楽 山野草採集・キノコ狩り，魚釣り，講の集まり
お祭り 氏子の祭,地域の芸能大会・運動会
制 度 谷津田・棚田オーナー制度、地元学
生き物 コウノトリや トキの再来

家 屋 省エネ型集合住宅，太陽熱暖房
娯 楽 公園アート・スポーツ，町並み探検ツアー
お祭り 郷土芸術祭，街路イルミネーションイベント
制 度 地域発信の先端的技術の奨励
生き物 屋上ビオトープのメダカやトンボ

農
林
漁
業

・海外資本・労働力による生産重視型産業
・原子力発電，新エネルギー
・植物工場でのグローバル作物の栽培
・樹木畑でのユーカリ植林
・外来魚介類の屋内人工養殖

農
林
漁
業

農
林
漁
業
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図７ 「交流貿易 - 地産地消」「自然文化 - 近代技術」
の 2 軸における里山里海の地域レベルシナリオ
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高まるように見えるが，地域で培われてきた
固有の文化は衰退し，世界的に似通った文化
となる．

なお，このシナリオのスケールの拡大は，国
レベル「地球環境市民社会」，社会全体レベル「ビ
オトープ復元社会」，国連 MA2005「世界強調」
の各シナリオの方向性ともかさなる．

Ⅲ．ふるさとタウン里山里海
　（地産地消・近代技術）

近代技術をローカルに展開する．地域資本，
地域の労働力による生産重視型の農林水産業が
里山里海で展開される．里山里海の生産物は主
に生産地周辺で消費される．

○供給：科学技術を用いて，生産量や生産効率
を，生態系の能力以上に高めていく．その際
に用いる資源は，基本的に地域内のものであ
るため，それを最大限活用するための独自の
生産技術も必要になる．例えば，光量や栄養
塩を制御した植物工場において，郷土野菜を
育成する，水温や餌を制御した養殖施設にお
いては地域在来の魚介類を養殖する．その生
産物は，収穫量が多くまた成長速度の速い郷
土品種等が求められ，品種改良が進む．

○調整：生産量重視のために改変された人工的
な生態系は，元来の生態系とはまったく異な
るものであり，本来の調整サービスは失われ
る．テクノタウン同様，失われたサービスは
人工施設により代替される．

○文化：域内での自立を目指した，生産性重視
の科学技術の発達により，地域の里山里海は
改変され，地域本来の文化サービスは低下す
る．風力発電などの自然エネルギー型の複合
型高層ビルが建設され，そこでは屋上緑化や
田んぼもつくられ，人々は自然と親しむこと
ができるが，現実に自然と対峙するという性
格よりも，安全重視で仮想的（バーチャル）
なものとなる．このような人工空間内での自

然体験では里山里海から本来得ていた文化
サービスは衰退する．
なお，このシナリオのスケールの拡大は，国

レベル「地域自立型技術社会」，社会全体レベ
ル「コンパクト循環社会」，国連 MA2005「力
による秩序」の各シナリオの方向性ともかさな
る．

Ⅳ．故郷のいなか里山里海
　（地産地消・自然文化）

地域の自然と文化を素地にして展開する．地
域資本，地域の労働力による環境保全型の農林
水産業が里山里海で展開される．生産物は基本
的に生産地およびその周辺で消費される．

○供給：生態系の持続性を重視した環境適合
型の伝統的技術が見直され，改良される．生
産物の収穫量は生態系の生産能力の範囲内に
抑えられ，その際に用いる資源は，里山里海
の地域内で得られるものを活用する．各地域
の生態系に適合した独自の環境適合型の生産
技術が必要になるが，こうした技術について
は地域の伝統や慣習による視点が重要視され
る．また，地域内の資源量は限られているた
め，徹底した節約とともに，再生可能資源の
効率利用が図られる．

○調整：生産性が生態系の能力内に抑えられる
ため，生態系の改変は小さく，調整サービス
は維持される．

○文化：域内での自立を目指し，また，持続
性重視の生業が見直されることで，伝統的に
維持管理されてきた資源管理の手法が見直さ
れ，文化サービスは向上する．集落単位での
伝統的な共同作業が各地で復活，地域ごとに
芸能大会が開催されるなど，地域の自然環境
や伝統技術といった地域本来の多様な資産・
資源を活かす取り組みが行なわれる．その一
方では，閉鎖的な価値観が強く，他文化への
理解に欠けることも生じる．
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なお，このシナリオのスケールの拡大は，国
レベル「地域自立型技術社会」，社会全体レベ
ル「コンパクト循環社会」，国連 MA2005「力
による秩序」の各シナリオの方向性ともかさな
る．

地域レベルのシナリオは，その歴史や現状，
また住民が何を望むかによって選択されるもの
である．例えば，過疎高齢化地域の里山里海で
は，経済効率性が低いために農地や林地が放棄
されるような実情がある．こうした土地の条件
では，そのポテンシャルを活かした新展開，た
とえば，持続性を重視した里山里海の方向性の，

「ガーデニングむら」や「故郷のいなか」のシ
ナリオが現実的な路線といえる．

一方，都市化進行地域の里山里海は，平坦な
地形で，都市に近接した生産地であり，生産面
での経済効率性の高い地域であることが多い．
こうした地域では，近接する都市や域外の都市
を積極的に支える生産の場として「ふるさとタ
ウン」あるいは ｢テクノタウン｣ を目指す選択
肢は大きい．

さらに都市地域については，今後の人口減少
に伴って空地ができる可能性がある．こうした
空地は小面積の場合が多く，そこにまとまりあ
る里山里海を成立させることは難しい．しかし
都市住民の身近な場所に，小規模ながらも里山
里海の部分が再生されることは，都市住民に
とっては福利向上になり，さらに都市文化以外
の文化の理解にも役立つ．このような都市の中
の小さな里山里海，生産の場としての機能より
もレクリエーションや教育の場としての活用を
重視する方向もありうる．

同で管理する資源や土地とともにその仕組みも
含め用いられているが，秋道（2010）は，コ
モンズのモデルとして，共有林や焼畑，ため池，
また漂着物や渡り鳥・回遊漁，海藻採集，マン
グローブのような移行帯等で自然とかかわる人
の暮らし方を論じ，市場経済の競争原理に基づ
く土地や資源の自由な利用ではない，むしろそ
れらを互いに共有することの重要性を論じてい
る．

日本においては，住民が共同管理してきた入
会地とその仕組みのみならず，人・自然・文化
が調和・共存し人々が一体となって助け合い・
分かち合う仕組みを構築してきた村そのものが

「コモンズ」であった（中村・小島，2011）．
野村（2011）は，東京湾の流域レベルでの

人と自然のかかわりの再生においては，陸域と
海域の統合管理が重要であり，沿岸域を含む流
域内のいろいろな入会地を日本型コモンズとし
て，それぞれの入会地のユニットを「セル」と
する流域再生のネットワーク「里山里海コン
ソーシアム」を提案した．

コモンズでは土地に根ざした文化が重要な役
割を担う．人が自然との関係においては互いに
助け合い，分かち合い協働する実態が必要であ
る．家族の協働は「愛情」が支えているが，「血
縁」による同族のつながりは広域に及ぶ．現在
の経済的価値観とグローバル化が進む大きな社
会では，市場原理の契約に基づく「利害」が協

７．里山里海再興の地域展開と
　　新たなコモンズ

日本の里山・里海評価（2010）では，里山
里海の持続可能な生態系管理においては，民有
地と公有地の両方を管理するランドスケープの
視点制度を設計する新たな「コモンズ」の創造
が提案された．コモンズとは，多くの人々が共

図９ 「広域ー地域」「精神的ー経済的」の 2 軸に
おける人が協働する力
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働の軸となっている．しかし，近年の情報のグ
ローバル化のなかでは，多様な現場での自然保
護や生物多様性保全にかかわる共通の精神的価
値観，「おもい」を軸に集い，協働する動きも
活発化している．

文明社会のベクトルがつくり出した人工化と
グローバル化，また最近の経済発展と情報化が
拡大する社会では，今，その核であったはずの
都市を中心に「空洞化」や「縮退」，さらには「無
縁社会」と言った新たな課題が顕在化してきた．
そのようななかで将来の社会の必要条件には，
かつての「村」に学ぶ「地縁社会」，そこには「愛
情」「血縁」「利害」「おもい」の全てを包括し
た新たなコモンズの構築が想定される（図 9）．

・生物多様性に関する標本・資料の収集・整理・
保存

・市民・NPO による生物の分布・生態調査およ
び環境評価

Ⅱ　地域固有の生物多様性と生態系の保全・
　　再生
・流域の生態系ネットワークの構築
・水辺や森林による生物回廊の設置
・水源・湧水地の保全
・地域住民による RDB 生物の保護・増殖活動
・郷土の野生生物保護地域の設置
・干潟の復元と水辺の復元
・総合治水によるダムや堰をなくした川の連続

性の回復
・トキ・コウノトの再来を指標とした里山再生

事業
・乾田の冬期湛水による稲作

Ⅲ　地域の伝統文化や固有技術の保存・活用
・地域文化・自然資産の登録・保護制度
・地域自然文化のフィールドミュージアム展開
・伝統的な棚田・谷津田や採草地の生態系保存
・天然記念物・文化財の保護管理の充実
・伝統的農地・農漁法・農具・漁具の保存と再

現
・古老から子どもたちへの伝承や聞き書保存

Ⅳ　環境負荷および生態系インパクトの低減
・省エネ・再利用の生活スタイル
・無洗米の普及
・コンポストによる家庭生ゴミの削減
・深夜公共放送の短縮
・企業と行政の環境保全の協定　
・企業と行政の環境保全の協定　
・薪ストーブや木質燃料の開発・普及
・水田や干潟の水質浄化機能の保全
・屋上緑化や壁面緑化の拡大
・農薬や化学肥料の縮減

Ⅴ　資源・エネルギーの外部依存の縮減
・地産地消の奨励

８．持続可能な社会への基本的対応

将来にわたって誰もが幸せに暮らせる持続可
能な社会の構築のためには「自然・文化」の保
全・再生とともに新たな「近代技術」を駆使
し，またコミュニティーの形成とその機能の充
実にはグローバルな視点とローカルな視点を併
せ持つ対応，すなわち「グローナカル」（古在，
2008）また「グローカル」（川瀬，2009）な
対応も重要である．

いずれにしろ，複数のシナリオのうちどれを
選択するかは，各地の里山里海にかかわる人々

（市民・政策決定者・行政など）に委ねられる
ことになる．しかし，どのシナリオの場合でも，
持続可能な社会の構築のための共通の対応でも
ある．豊かな生物多様性と健全な生態系サービ
スを享受し続けるために，われわれが取るべき
基本的対応として，当面，何が必要とされてい
るのかについて，日本の里山・里海評価 - 関東
中部クラスター（2010）は以下のように整理
している．

Ⅰ　生物多様性と生態系の把握とモニタリング
　体制の構築

・東京都および各県や政令指定都市等に「生物
多様性研究所」の設置

・地方自治体での生物多様性担当職員の配置
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・太陽光温水装置等による家庭熱源の確保
・家庭用水車等の自家発電
・ゴミの資源化政策
・合併浄化そうの普及
・バイオマス資源の開発
・水田や森林による洪水防止・気象安定機能の

拡大

Ⅵ　環境コストの外部経済を内部化する
　　システムの構築
・「水源税」「みどり税」「環境税」の創設・拡

大
・廃棄処理コストを含めた販売価格の確立
・農漁業産品の直売場の充実
・地域の伝統産業の保護制度
・環境保全の地域通貨

Ⅶ　自由かつ公正な物流と情報の確保
・地域の資源・エネルギーの自給率・依存率の

算出・公表
・トレイサビリティーの拡充
・地域の農産品種の保護

Ⅷ　生物・生命・いのちの体験・教育
・学校教育，大学教育，社会教育での「生物多

様性教育」の体系化と実践
・子どもの生物・生命・いのちの体験不足から

おきる変化の認識・研究
・学校ビオトープや都市公園のポケットエコス

ペースの設置
・森林セラピー・森林療育の拡大
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地球環境は閉鎖系であり，自然が与えてくれ
る生態系サービスは無尽蔵ではない．現在の生
態系サービスへの負荷は，明らかに我々の生存
基盤としての地球環境を破壊し汚染している．
現在の国連大学ミレニアム生態系の評価の千葉
での解析また関東中部クラスターでの解析にお
いて共有されている見解としては，短期的な経

９．おわりに
　　（里山里海イニシアティブの提案）
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済的利益を優先するのではなく，全人類的なま
た長期的視野に立った利益や福利の視点の重要
性があげられる．いわば旧来の「経済合理性の
価値観から，地域の生物多様性や生態系を守り，
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